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第５編 学校教育

第１章 学校教育の概要

第１節 指導方針

「第２期群馬県教育振興基本計画」及び「平成30年度教育委員会運営方針」に基づき、各学校の学

校経営・学習指導が充実するよう支援した。具体的には、教育課程の着実な編成・実施に努め、確か

な学力と豊かな人間性をもち、心身ともにたくましく、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成

することを目指し、地域や家庭との連携の下、特色ある学校づくりについて指導助言に努めた。

第２節 幼稚園教育

「幼稚園教育課程等研究協議会」を全公私立の幼稚園、保育所、認定こども園等からの参加で開催

し、平成30年度より実施の新幼稚園教育要領（平成30年版）の内容及び幼稚園の教育課程の編成及び

実施に伴う指導上の諸課題等についての説明や講演を行った。

さらに、平成25年度に本県の幼児教育の指導資料として作成し、県内の幼稚園や保育所等へ配付し

た『就学前のぐんまの子ども はぐくみガイド2014』を上記研究協議会や幼児教育センター主催の夕

やけ保育研修会等で活用した。各園ではこれらを踏まえ、「豊かな時間の中で、豊かに遊び、ともに

生きていることに喜びを感じる子」の育成を目指し、さらなる幼児教育の工夫・改善に努めた。

第３節 小学校教育

学習指導要領、第２期群馬県教育振興基本計画等を踏まえ、平成30年度の重点項目を示した「学校

教育の指針」、「はばたく群馬の指導プラン」及び各教科等の特質に応じて必要な内容を補足した「は

ばたく群馬の指導プラン －実践の手引き－」に基づき、指導の充実に努めた。

また、新教育課程説明会の開催を通して、各教科・領域別に、新学習指導要領の趣旨や実践事例を

基に内容の説明を行い、小学校教育の改善・充実を図った。

各小学校においては、一人一人が個性や能力を伸ばし、自ら学び考える力を身に付け、自己実現を

図る、心豊かでたくましい児童の育成を目指し、学習指導の改善・充実や創意工夫ある教育活動の展

開に努めた。

第４節 中学校教育

学習指導要領、第２期群馬県教育振興基本計画等を踏まえ、平成30年度の重点項目を示した「学校

教育の指針」、「はばたく群馬の指導プラン」及び各教科等の特質に応じて必要な内容を補足した「は

ばたく群馬の指導プラン －実践の手引き－」に基づき、指導の充実に努めた。

また、新教育課程説明会の開催を通して、各教科・領域別に、新学習指導要領の趣旨や実践事例を

基に内容の説明を行い、中学校教育の改善・充実を図った。

各中学校においては、一人一人が個性や能力を伸ばし、自ら学び考える力を身に付け、自己実現を

図る、心豊かでたくましい児童の育成を目指し、学習指導の改善・充実や創意工夫ある教育活動の展

開に努めた。



- 56 -

第５節 高等学校教育

平成30年度においては、県立学校教育指導の重点に基づき、次の項目を中心に高等学校教育の振興

を図った。

１ 指導体制の確立と学校経営の適正化

校長のリーダーシップの下、教職員一体となった責任ある指導体制を確立し、学校運営の正常化

・適正化と効率化を図った。

２ 教育課程の適正な管理と効果的な実施

学校や学科の実情、生徒の特性・進路の実態に応じた教育課程の編成を行い、その実施に当たっ

ては、諸行事の精選を行い、授業時数の確保に努めた。

３ 教職員研修の充実

校長、教頭、教諭等を対象として、県内の研修や、中央研修等を実施するとともに、各学校での

校内研修の一層の充実を図り、教職員の資質の向上と専門性の確立に努めた。

４ 学校訪問の充実

年間計画に基づく計画訪問等を通して、県立学校教育指導の重点に即して各学校における問題点

の解明と改善を図るとともに、教職員の実践的指導力の向上に努めた。

５ 研究指定校等（第２章 第14節参照）

６ 生徒健全育成と交通安全指導の強化

非行防止と健全育成のための諸施策を一層推進するとともに、「群馬県交通安全条例」及び「群

馬県の交通安全対策に関する決議」に基づき、交通安全指導の強化を図った。

７ 学習・進路指導の充実

生徒の実態に即した教育を推進するため、指導内容・方法等についての研究の充実を図るよう指

導するとともに、校内研修、教育研究団体等の充実・振興を図るよう指導した。

また、進路指導の充実・発展を図るために、キャリア教育・進路指導研究協議会等を開催した。

８ 産業教育の振興

産業教育の振興を図るため、平成31年３月に群馬県産業教育審議会から「予測困難な時代におけ

る職業教育の在り方について」答申をいただき、社会の進展に対応した教育内容や指導法の改善、

施設・設備の充実と活用を図るよう指導した。

また、職業教育の活性化を図るため、第25回群馬県産業教育フェアを実施するとともに、次代を

担う職業人材育成事業をはじめ、社会人講師受入事業や就業体験（インターンシップ）等の一層の

充実を図った。

第６節 特別支援教育

平成30年度は、特別支援教育の充実を図るため、第２期群馬県特別支援教育推進計画に基づき、以

下の事業に取り組んだ。

１ 施策展開の方向

(1) 特別支援学校における教育の充実

(2) 小・中学校における特別支援教育の取組促進

(3) 高等学校等における特別支援教育の取組促進

(4) 就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の整備

(5) 専門性の高い人材の育成

(6) 特別支援学校の配置及び整備

(7) 特別支援教育への理解啓発
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２ 特別支援学校における教育の充実

(1) 交流及び共同学習の推進

幼児児童生徒が地域で社会的に自立することを踏まえて、県立特別支援学校22校は交流及び

共同学習により、居住地の小中学校等との交流を積極的に進めた。また、障害のある幼児児童

生徒に対する理解を図るため地域社会の人々との交流に取り組んだ。

(2) キャリア教育の推進、進路指導の充実

職業自立推進事業により、高等部のある知的特別支援学校９校に就労支援員５名を配置し、

就業体験実習の際の支援や就業体験先の開拓等を行った。

また、「ハートフル介護人材育成研修」（４日間研修）を県内の３カ所で、夏季休業中に実施し、

介護等に関する体験型研修を通して生徒の就労意欲の向上や理解を進めた。

(3) 健康教育の推進・医療的ケア

医療的ケア支援事業により、県立特別支援学校11校に対して、看護師25名の派遣を行うとと

もに、教員の研修等を実施し、特別支援学校における安全な医療的ケアの実施体制を整備した。

３ 小・中学校、高等学校等における特別支援教育の取組促進

(1) 小中学校等サポート

全教育事務所に配置している特別支援教育専門相談員及び県立特別支援学校全22校の専門ア

ドバイザーが、小・中学校等の要請に応じて、在籍する発達障害等のある児童生徒等について、

電話相談、来所相談、出張相談等様々なニーズに応じた相談・支援を行った。

(2) エリアサポートモデル校

県内を４つのエリア（中部、西部、北部、東部）に分け、指定したモデル校において、発達

障害等の児童生徒の支援に係る校内体制の整備、指導法の研究、教職員対象の研修、保護者向

け講演会等を実施し、発達障害のある児童生徒の理解及び支援を充実するとともに、その成果

の普及に努めた。

(3) 発達障害等に係る研究協議会

幼・小・中・高等学校の教員を対象に、ロールプレイ等による実践的な内容の研究協議を行い、

指導・支援を行った。７月に開催し、254名程度の教員が参加して実施した。

４ 就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の整備

教育事務所ごとに、保健福祉部局担当者と教育関係者が会して連絡協議会を開催している。この

協議会では、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援や児童生徒の障害や養育等に関する情報

共有を円滑に行うため、教育・福祉・保健等の関係機関の連携の在り方や、情報の適切な収集・保

管や共有の方法等について、先進的な取組を紹介しながら検討を行った。

５ 専門性の高い人材の育成

(1) 内地留学生

群馬大学教育学部と連携し、群馬大学特別支援教育特別専攻科に科目等履修生として２名の教

員を派遣した。

(2) 国立特別支援教育総合研究所専門研修員

国立特別支援教育総合研究所の各種専門研修に８名の教員を派遣した。

研 修 名 期 間 人 数

国立特別支援教育総合研究所専門研修 発達障害･情緒障害･言語障害教育 ２か月 ２名

国立特別支援教育総合研究所専門研修 聴覚障害･知的障害･肢体不自由教育 ２か月 ６名

６ 特別支援学校の配置及び整備

(1) 特別支援学校高等部の整備

障害のある児童生徒が小学部から高等部まで身近な地域で学ぶ環境を整えるため、平成30年４

月に沼田、藤岡、富岡、吾妻の各特別支援学校に高等部を整備した。



- 58 -

(2) 市立特別支援学校の県立移管

前橋、高崎、太田の３市について、移管に向けた協議を継続している。

７ 特別支援教育の理解啓発

ハートフルアート展（特別支援学校児童生徒作品展）を開催し、児童生徒の芸術・創作活動の充

実向上を図るとともに、障害のある人もない人も共に喜びを感じられるよう、特別支援学校児童生

徒の作品展を県庁昭和庁舎において実施した。

第７節 中高一貫教育

１ 中高一貫教育の実施

(1) 中等教育学校

中央中等教育学校

(2) 連携型中高一貫教育校

奥多野地域：万場高等学校、中里中学校、上野中学校

嬬恋地域：嬬恋高等学校、嬬恋中学校

尾瀬地域：尾瀬高等学校、利根中学校、片品中学校

２ 中高一貫教育推進事業（県単独事業）

連携型中高一貫教育の実践及び県立中央中等教育学校の学校運営を支援し、本県の中高一貫教育

の推進を図る目的で実施しており、教育実践の改善と充実を図るとともに、広報活動を充実し、地

域住民への理解と浸透を図った。

第２章 学校教育に関する指導の概要

第１節 訪問・集会指導

１ 訪問指導

学校を訪問して、学校経営、教育課程、学習指導、生徒指導等について指導・助言する訪問指導

は、学校に対する指導・助言のうち、最も直接的、具体的な指導の場である。

県内公立幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校等に対して、県教

育委員会各課、各教育事務所及び市町村教育委員会の指導主事等により、平成30年度の「教育行政

方針」の徹底、「学校教育の指針」及び「県立学校教育指導の重点」に基づく指導の充実を図り、

学校経営の改善・充実、学習指導・生徒指導の改善・充実を目指した計画訪問や学校の要請に基づ

いた訪問を実施し、教育水準の向上に大きな役割を果たした。

また、文部科学省及び県教育委員会が指定した研究指定校、実践推進校、実践推進地区等につい

て、計画的に訪問指導を行った。

２ 集会指導

次の事項に関する集会指導を行った。

(1) 教育課程一般に関すること

(2) 学校経営に関すること

(3) 教科指導に関すること

(4) 生徒指導に関すること

(5) 進路指導に関すること

(6) 学校保健指導・安全指導・給食指導に関すること

(7) 人権教育に関すること
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(8) 特別支援教育に関すること

(9) へき地教育に関すること

(10) その他

第２節 教育課程

１ 教育課程調査等

(1) 小中学校

ア 教育課程調査

県内各公立小中学校の教育課程の編成・実施等の実態を把握するとともに、結果分析を基に

して、調和のとれた望ましい教育課程についての指導・助言に努めている（11月実施）。

(2) 高等学校

ア 教育課程編成届

各県立高等学校及び県立中等教育学校の教育課程編成状況を把握するとともに、各校の教育

課程が学習指導要領に即し、適正に編成されるよう指導している（11月実施）。

２ 教育課程研究協議会・研修会等

本県学校教育の改善及び充実を図ることを目的に、教育課程説明会や研修会等を実施した。学校

種に応じ、学習指導要領に基づく教育課程実施上の課題等について、授業研究、説明、講義、協議、

情報交換等を行った。概要は以下のとおりである。

(1) 幼稚園

ア 幼稚園教育課程等研究協議会

期 日 会 場 参 加 者

６月21日 群馬県総合教育センター 県内公私立幼稚園より各１名、公私立保育所、認定

10月26日 こども園の希望者 225名

＜内容＞ 第１回 講義「協議主題の説明」

講演「新幼稚園教育要領を踏まえた保育の在り方について」

第２回 班別協議「協議主題ごとの研究協議」

(2) 小中学校

ア 新教育課程説明会

期 日 会 場 参 加 者

11～２月 各教育事務所 小学校教諭 、中学校教諭等 3,511名

群馬県総合教育センター

＜内容＞ ○説明：「新学習指導要領・各教科等改訂のポイントについて」

イ 小学校道徳教育研究協議会

期 日 会 場 参 加 者

６月20日 群馬県総合教育センター 公立小学校道徳教育推進教師等 339名

＜内容＞ ○説明：「道徳教育の充実について」

○講話：「『考え、議論する道徳』への転換を図る授業改善について」

ウ 中学校道徳教育研究協議会

期 日 会 場 参 加 者

６月22日 高崎市市民活動センター・ 公立中学校道徳教育推進教師等 188名

ソシアス

＜内容＞ ○説明：「道徳教育の充実について」

○研修及び講話：「みんなでつくる道徳授業」
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(3) 高等学校

ア 教育課程説明会

期 日 会 場 参 加 者

7月30日 群馬県総合教育センター 県内各高等学校・中等教育学校の副校長・教頭

・教務主任

7月31日 県内各高等学校・中等教育学校の教諭

8月9日

＜内容＞ ○説明：「新学習指導要領・各教科等改訂のポイント、移行措置について」

第３節 学力向上対策

１ 小・中学校

(1) 「『確かな学力』育成プロジェクト」及び「ぐんま幼児教育プラン」の推進

「『確かな学力』育成プロジェクト」の概要
ア 第２期群馬県教育振興基本計画に掲げた目標の達成を目指し、基礎的・基本的な知識や技
能を活用し課題解決を図る力（活用する力）の育成を図る。

イ 活用する力を育成するため、次の３つのことに取り組む。
(ｱ) 新教育課程理解促進事業

新学習指導要領の内容、移行措置、各教科・領域等の要点を伝達説明するとともに、各
教科等における授業改善の方策について協議する。

(ｲ) 授業改善・指導力向上事業
学校経営の重点及び各教科等の指導の重点をまとめた「学校教育の指針」、「全国学力・

学習状況調査」の結果を分析して「結果分析資料」を作成し、配付する。

学校全体で組織的・継続的に取り組んでいる学力向上対策の進め方や効果的な方策
等について協議・情報交換を行う学力向上コーディネーター研究協議会を実施する。
新学習指導要領の趣旨に基づき、指導資料「はばたく群馬の指導プラン」の改訂版を
作成し、Web ページに掲載する。

(ｳ) 「確かな学力」育成プロジェクト会議
活用する力の育成に向け、学識経験者、市町村教育長代表、小中学校長代表、県教委

の関係機関の長などからなる会議を開催し、組織的・継続的な学力向上対策への取組を
推進するための施策等について協議する。

「ぐんま幼児教育プラン」の概要
ア 育てたい幼児の姿
「豊かな時間の中で、豊かに遊び、ともに生きていることに喜びを感じる子」

イ 重要な視点
(ｱ) 健康で安全な生活に必要な習慣や態度を育て、健全な心身の基礎を培う。
(ｲ) 人への愛情と信頼感を育て、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培う。
(ｳ) 身近にある様々な環境への興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の芽生えを培う。
(ｴ) 言葉への興味や関心を育て、言語感覚や喜んで話したり聞いたりする態度を培う。
(ｵ) 豊かな感性や表現する力を育て、豊かな創造性を培う。

ウ 具体的方策
(ｱ) 幼児にとって望ましい教育内容・方法や教育環境の充実を図る。
(ｲ) 幼児期の家庭教育を充実させ、豊かな親子関係を育てる。
(ｳ) 地域社会や小学校等、他の幼稚園や保育所など、関係機関との連携を生かした幼児教
育を推進する。

(2) 全国学力・学習状況調査

４月17日に、文部科学省による全国学力・学習状況調査を、県内の小学校311校、中学校168校

（中等教育学校及び特別支援学校を含む）で実施した。

(3) 作成資料

全国学力・学習状況調査の結果を基に、「調査結果の概要」、「教科に関する調査結果」「質問紙

調査結果」等を整理した「結果分析資料」を作成し、教育委員会のｗｅｂページへ掲載した。
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(4) 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた指導の改善・充実に向けた説明会

全国学力・学習状況調査における群馬県の結果分析を踏まえ、国語、算数及び理科の指導にお

ける課題、課題を踏まえた指導の改善・充実等についての説明会を実施した。

参加者：小学校教諭等 329名

２ 高等学校

(1) 群馬県高校生ステップアップサポート事業

急速な人口減少や知識基盤社会の到来などの急激な社会変化に対応する能力の育成を目指し、

平成27年度より全ての県立高校を対象に実施している。

ア 課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学びの実現を目指す「主体的・対話的で深い学

び」の視点に立ち、学校全体で組織的・計画的な授業改善を実施した。

イ 各校でステップアップサポート・コーディネーターを設け、組織的な研究授業や授業研究会、

全員が参加する校内研修会、生徒による授業アンケート等を実施した。また、ステップアップ

サポート推進研究員を指名し、先進的な授業の研究を推進するとともに、県内の教員を対象に

授業を公開した。

ウ 文部科学省の「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習

・指導方法の改善のための実践研究」の拠点校である県立松井田高等学校と県立安中総合学園

高等学校において、アクティブ・ラーニングの視点に立った指導方法や、生徒が主体的・協働

的に取り組める授業の在り方について実践研究を行った。

(2) 群馬県高校生Ｇアッププロジェクト

大学入学者選抜改革でも求められている「思考力・表現力・判断力等」を育成するための

指導方法や評価方法等について研究を進めるとともに、成果を全県に普及することを目的

として実施した。

ア ３校（前橋東・渋川・富岡）を拠点校として、県外先進校視察を行ったほか、指導方法や評

価方法の研究を行い、公開研究授業を実施した。また、各校の研究の成果物を全県に配付した。

協力校（県立太田）が、拠点校における取組の実践に協力した。

イ 大学入学者選抜改革について、有識者を講師として、６月２１日に全体講演会を実施した。

第４節 道徳教育

１ 道徳教育総合支援事業（文部科学省委託事業）

(1) 道徳科に関する教職員向けのパンフレットの作成と配布

パンフレット「ふかめよう！道徳科」を作成し、各市町村教育委員会及び全小中学校、中等教

育学校、特別支援学校の全教員に配布した。また、高等学校に各５部配布した。

(2) 道徳科に関する保護者向けリーフレットの作成と配布

リーフレット「特別の教科道徳がはじまりました！」を作成し、県内全小中学校、中等教育学

校（前期課程）、特別支援学校（小中学部）の保護者に配布した。

(3) 道徳教育研究協議会の開催

小学校：６月20日 総合教育センター

中学校・特別支援学校：６月22日 高崎市市民活動センター・ソシアス

道徳教育推進教師（道徳教育主任）等を対象に研究協議会を開催し、指導者の資質向上を図っ

た。
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(4) 道徳教育研究指定校等の指定

学校名・市町村名 指定年度 研 究 内 容

県立太田工業高等学校 平成29・30 ・「思いやりの心を持ち信頼される工業人の育

成」をテーマとして、教職員研修、公開授業

研究会、生徒対象の講演会等を行った。

桐生市立中央中学校 平成29・30 ・学習指導要領に基づき、指導内容や指導方法、

【市への再委託】 体制づくり等に関する実践的な研究を行うと

藤岡市立藤岡第二小学校 ともに、公開授業研究会を行った。

【市への再委託】

邑楽町 平成29～令和元 ・町教育研究所を中心とし、道徳教育の推進、

【町への再委託】 道徳の授業の改善・充実に関する研究に取り

組むとともに、公開授業研究会を行った。

２ 動物ふれあい推進事業

小学校における学校飼育動物との触れ合いを通した生命尊重や思いやりの心を育む教育の質的向

上を図るため、153の小学校（特別支援学校を含む）において「動物ふれあい教室」等を実施した。

第５節 生徒指導

１ 小・中学校

(1) 生徒指導対策協議会

小学校及び中学校における生徒指導上の諸問題について研究協議を行い、各学校の生徒指導の

一層の推進及び充実を図り、児童生徒の健全育成に資することを目的に次のとおり実施した。

＜小学校＞

期 日 会 場 参 加 者

５月18日 群馬県総合教育センター 公立全小学校生徒指導担当等 306名

※班別協議：「生徒指導上の課題と解決に向けた自校の取組」

＜中学校＞

期 日 会 場 参 加 者

５月11日 群馬県総合教育センター 公立全中学校生徒指導主事 161名

※班別協議：「自校の生徒指導上の課題解決に向けた生徒指導主事の役割」

(2) 児童生徒の問題行動等実態調査及び分析検討委員会

平成30年度の全公立小・中・特別支援学校の問題行動等の実態調査を毎月実施し、当面の指導

資料にするとともに、平成29年度の分析検討のための基礎資料とした。また、平成29年度児童・

生徒問題行動等の調査分析報告書をまとめ、全小・中・特別支援学校及び関係機関に配布した。

(3) 児童生徒の心のケアシステム推進事業

いじめ・不登校など、学校が抱える問題について、未然防止、早期発見・早期解決につながる

取組を総合的に推進した。

ア 不登校の問題をはじめ児童生徒や保護者が抱える悩み等に、専門的な立場から相談に応じる

体制を整えるため、公立中学校全校（161校）及び公立小学校全校（306校）にスクールカウン

セラーを配置し、校内の教育相談体制・カウンセリング機能の充実を図った。また、５教育事

務所にスクールカウンセラースーパーバイザーを配置し、深刻な事案に対応したり、新任のス

クールカウンセラーを支援したりした。

イ 県総合教育センター及び７市町の適応指導教室に自立支援アドバイザーを配置し、適応指導

教室と学校の連携についての助言を行う等の支援をしたり、指導者等を対象とした指導者講習
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会を実施したりした。

（4）いじめ問題対策推進

児童生徒にいじめを許さない意識と態度を育成するため、年間を通じて児童生徒が主体となっ

たいじめ防止活動の推進を図った。

ア 県内12地区の中高生徒指導対策協議会が、「いじめ防止フォーラム」を開催して、小・中・

高校生の代表者や保護者がいじめ防止に向けた協議、情報交換等を行った。

イ いじめ防止強化月間を春季と冬季の年２回定め、県全体として、いじめ問題の解消に向けた

気運の醸成を図った。

ウ いじめ防止ポスターコンクールを実施するとともに、最優秀作品を啓発ポスターとして市

町村教育委員会、学校、県有施設、コンビニ等に配布し、事業の周知を図った。

(5) 学びと家庭のサポート事業

問題行動の未然防止・早期解決を図るため、生徒指導体制の充実や地域関係機関との連携を推

進した。

ア 市町村教育委員会からの要請に応じて派遣される「派遣型スクールソーシャルワーカー」と

指定された３６中学校区を定期的に訪問する「巡回型スクールソーシャルワーカー」を教育事

務所に配置し、児童生徒が抱える問題が家庭環境等に起因している場合に、福祉機関等と連携

して、多面的に対応できる体制を整えた。

イ 問題を抱える児童生徒へ支援を行うとともに、生徒指導体制を整えるため、中学校21校に生

徒指導担当嘱託員を18名配置した。

ウ 問題行動対策会議を年４回開催し、問題を抱える児童生徒への支援と関係機関との情報共有

・行動連携の在り方について協議した。

エ 携帯インターネットが関係する問題行動を未然に防止するため、小学校及び中学校生徒

指導対策協議会において、県内全小中学校の生徒指導担当者を対象に講習会を実施した。

２ 高等学校

(1) 各種研究協議会の開催

生徒指導対策協議会

地区別生徒指導対策協議会

教育相談対策協議会

いじめ防止啓発会議

交通安全指導対策協議会

(2) スクールカウンセラー活用事業

生徒や保護者からの相談に専門的な立場から対応し、不安や悩みの深刻化等を防止するため、

スクールカウンセラーを県立高等学校及び中等教育学校全校に配置した。

(3) ＳＮＳ等を活用した相談体制の構築事業（ぐんま高校生ＬＩＮＥ相談）

生徒にとって身近な通信手段であるＬＩＮＥを活用した相談を実施し、生徒の不安や悩みを幅

広く受け止めることで、自殺やＳＮＳを介した犯罪被害等の防止を図るとともに、結果の分析を

通じて、教育相談体制の一層の充実を図った。

(4) 交通安全指導の強化

生徒の交通事故を防止し、生命の安全と生徒の健全育成を図るために、「群馬県交通安全条例」

及び「群馬県の交通安全対策に関する決議」に基づく交通安全指導の強化を図った。

(5) 各事業の補助

地区中学校・高等学校生徒指導対策協議会

各地区における生徒指導上の課題への取組の促進を図ることにより、本県教育の振興に資する

ため、県内12地区の各協議会に補助金を交付した。
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(6) 指定校による研究推進事業（第14節参照）

第６節 進路指導・キャリア教育

１ 小中学校進路指導（キャリア教育）

進路指導（キャリア教育）は、児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわし

いキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育である。小学校では、各教

科や特別活動、道徳の時間、総合的な学習の時間など、それぞれの教育活動の特徴を生かし、発達

段階に応じた系統的・計画的なキャリア教育を推進した。中学校では、肯定的自己理解と自己有用

感を育てるとともに、自分の生き方について実社会の現実と関わらせて考え、主体的な進路選択が

できるよう、職場体験活動を中核としてキャリア教育を推進した。

平成30年度の主な施策は次のとおりである。

(1) キャリア教育研究大会

特別活動やキャリア教育に関する実践発表及び有識者による講義等を通して、キャリア教育の

在り方についての理解を深め、各学校・地域の実情にあったキャリア教育の取組を、群馬県小学

校特別活動研究部会、群馬県中学校特別活動研究部会、群馬県進路指導研究部会と連携して推進

した。

期 日 会 場 参 加 者

10月30日 群馬県総合教育センター 小学校教諭 、中学校教諭等 127名

＜内容＞ ○実践発表：・小学校特別活動研究部会 安中市立安中小学校

安中市立後閑小学校

・進路指導研究部会 前橋市立箱田中学校

○講話：「特別活動を要としたキャリア教育の推進について」

(2) 「キャリア教育ガイドブック」の活用

キャリア教育推進事業指定地域（H26年度～H28年度）における研究内容やキャリア教育の視点

を取り入れた授業等の実践例を示したキャリア教育ガイドブックを作成・配付し、義務教育９年

間を通した学校、家庭、地域が一体となって進めるキャリア教育の在り方を県内に普及した。

(3) キャリア教育に関する研修への教員の派遣

期 間 研 修 名 開催地 参 加 者

5月29日～30日 全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会 東京都 小・中学校教諭

計２名

9月10日～14日 キャリア教育指導者養成研修 富山県 小・中学校教諭

計２名

(4) キャリア教育推進事業指定地域における全体計画等の関係資料のＷｅｂ掲載

キャリア教育のキャリア教育推進事業指定地域（H26年度～H28年度）におけるキャリア教育に

係る全体計画等の関係資料をＷｅｂサイトに掲載し、各小中学校におけるキャリア教育の充実を

図った。

２ 高等学校進路指導・キャリア教育

高等学校においては、進路指導を「人間としての在り方生き方に関する指導」として位置付け、

生徒一人一人の進路希望を卒業時に達成させることができるよう、進路学習や進路相談、的確な情

報提供等を通じて、個に応じた指導・支援に努め、キャリア教育を推進した。

(1) キャリア教育サポート事業

生徒一人一人の勤労観、職業観を育て、将来の生き方を考える態度や主体的に的確な進路選択

を行う態度を養うため、組織的・系統的なキャリア教育を実施した。
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ア キャリアアドバイザー活用事業

外部講師を招き、キャリア教育に関する講演や進路相談を行うことで、生徒が主体的に進路

選択や将来設計を行えるよう支援した。

イ キャリア教育・進路指導研究協議会（年２回）

進路指導主事を対象に、平成30年度の進路指導の重点・大学進学指導及び就職指導の充実等

について指示・伝達を行うとともに研究協議を実施した。（５月15日、10月16日）

(2) その他

群馬県高等学校教育研究会進路指導部会により、就職、大学・短期大学・専修学校等への進学

に関する調査研究がなされ、各校の進路指導に有効活用された。

３ 高校卒業後の進路状況

平成31年３月の公立高校卒業生（全日制、定時制、通信制）は13,188名で、前年度より143名の

減であった。卒業後の進路は、大学進学者(5,921名)、短大進学者(533名)、専修・各種学校等進学

者(2,644名)、就職者(3,033名)、進学努力継続中の者(761名)、その他(296名)である。

就職者を産業別にみると、製造業、卸売・小売業、建設業等への就職が多く、また、県内企業へ

の就職率は89.9％（全日制）となった。

大学・短大への志願者（全日制・定時制・通信制）は7,215名（卒業者の54.7％）であった。大

学・短大への進学者の内訳は次のとおりである。

区 分 国 立 公 立 私 立 短 大 合 計

進 学 者 数 1,135 543 4,243 533 6,454

（現役＋浪人） (1,323) (591) (4,465) (538) (6,917)

現役進学者数は、昨年度に比べ、国立大学は1名の増、公立大学は8名の減、私立大学は20名の減、

短大は36名の減であった。

進学者の多い大学は次のとおりである。（ ）内は現役＋浪人。

国 立 公 立 私 立

群 馬 417(462) 高崎経済 215(230) 高崎健康福祉 292(297)
新 潟 84( 95) 県立女子 67( 71) 群馬パース 159(159)
東 北 80( 95) 県立県民健康科学 64( 64) 共愛学園前橋国際 158(161)
筑 波 58( 65) 前橋工科 61( 68) 日 本 126(141)
千 葉 53( 59) 首都大学東京 17( 21) 東京福祉 126(127)
金 沢 38( 46) 長 野 13( 15) 上 武 108(110)
埼 玉 32( 36) 高崎商科 100(102)
山 形 32( 34) 群馬医療福祉 98( 98)

埼玉工業 96( 98)
東洋(除く板倉) 95( 97)

第７節 へき地教育

１ 主な研究会

(1) 第67回群馬県へき地教育研究大会

11月2日（金） 高山村立高山小学校・高山村立高山中学校

(2) 第67回全国へき地教育研究大会

文部科学省主催で10月11日から12日にかけて京都府で開催された。
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第８節 人権教育

本県における人権教育は、平成14年１月に決定された「群馬県人権教育の基本方針」及び平成28年

３月に改訂された「群馬県人権教育充実指針」に基づき、市町村教育委員会と連携を図りながら推進

している。

１ 人権教育推進体制の整備・充実

(1) 県市町村人権教育推進連絡協議会

理事会：６月27日 県庁295会議室、総会・研修会：６月27日 県庁291会議室

人権問題の早期解決に役立てるため、県及び各市町村の人権教育推進協議会等の代表者による

協議会を開催し、取組についての情報交換及び協議を行った。

(2) 人権教育担当者会議（４月19日 県庁291会議室）

人権教育の推進と指導者の資質の向上を図るため、関係各課・教育事務所等の担当者により、

報告及び協議を中心とした会議を実施した。

２ 人権教育の推進・啓発

(1) 「群馬県人権教育充実指針」等の活用

学校教育及び社会教育・家庭教育における人権教育の取組の方向性を示した「群馬県人権教育

充実指針」を活用し、人権教育の充実に努めた。

(2) 指導者の資質の向上

管理職・人権教育担当者等を対象に、研究協議会を開催し、指導者の資質の向上に努めた。

ア 公立高等学校・県立特別支援学校等人権教育研究協議会（６月15日 県総合教育センター)

公立高等学校等の人権教育主任等を対象に、人権重要課題に関する研修等を実施した。

イ 小中学校等人権教育推進協議会（小：10月24日 中・特：６月15日 県総合教育センター)

小・中・特別支援学校の人権教育主任等を対象に、人権重要課題に関する研修等を実施した。

ウ 地区別人権教育研究協議会

小・中・特別支援学校の教員を対象に、人権教育推進の実践力の向上を図るため、５教育事

務所ごとに授業公開を中心に研究協議会を実施した。

(3) 研究指定校・総合推進地域の指定

区 分 指 定 年 度 学 校 名 ・ 市 町 村 名

人権教育研究指定校 平成30・令和元 吉岡町立駒寄小学校

（文部科学省指定） 平成29・30 長野原町立西中学校

人権教育総合推進地域 平成30・令和元・２ 太田市（生品中学校区）

（文部科学省指定）

(4) 指導・啓発資料の作成・配布

人権教育の指導の充実と保護者への啓発を図るため、次の指導・啓発資料等を作成・配布した。

・「めぶき」（保育園・幼稚園児の保護者対象）〔電子データ（PDF）による配布〕

・「みんなの願い」（小学校５年生児童の保護者対象）

(5) 人権教育推進事業委託

同和問題の解決のため、運動団体に委託し、次の研修会等を実施した。

ア 人権教育研究懇談会（12月26日 藤岡市みかぼみらい館）

同和問題を中心とした人権問題について、講演会、実践発表、協議を行った。

イ 地区別座談会

同和地区住民を対象に同和問題の理解と認識を図るため、15地区計15回の座談会を実施した。

３ 修学・進学の奨励

同和地区の子弟に対して貸与していた高校・大学奨学金の返還業務において、返還該当者を対象
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に、返還のための説明会を実施した。

第９節 定時制・通信制教育

平成30年度公立高等学校定時制課程の設置校は14校である。第１学年の在籍生徒数（５月１日現在）

は505名であり、定員の920名に対し、54.9％である。

また、全学年の在籍生徒数(５月１日現在)は1,610名であり、定員の3,760名に対し42.8％である。

通信制課程の設置校は４校である。本年度の在籍生徒数(５月１日現在)は1,369名であり、前年の

1,406名に比べて37名減少している。平成30年度の定時制及び通信制課程の研修事業は、次のとおり

である。

４月19日 第１回定通制副校長・教頭教頭協会総会

８月８日 定通制副校長・教頭協会夏季研修会

10月５日 第２回定通制副校長・教頭教頭協会総会

１月10日 第３回定通制副校長・教頭教頭協会総会

第10節 産業教育

平成30年度において、産業教育担当職員の現職教育の一環として実施した各種の講習会・研修会及

び産業教育にかかわるイベントの主なものは次のとおりである。

１ 各種講習会・研究協議会

(1) 産業教育における指導的立場にある教員の派遣研修

高等学校の産業教育関係の教諭１名を、共愛学園前橋国際大学に１年間派遣した。

(2) 産業・情報技術等指導者養成研修

本県産業教育の各分野で指導的立場にある中学校・高等学校の教諭５名を国立大学その他の教

育機関において研修させ、新しい産業技術に対応できる指導者としての資質の向上に努めた。

(3) 学科主任等研究協議会

各学科等の経営や当面する諸問題について、企業経営者の講演や研究協議等を行い、学科主任等

としての資質の向上に努めた。

２ イベント

(1) 第25回群馬県産業教育フェア

11月23日（祝・金）に、群馬県庁（県民ホール）において、高等学校及び特別支援学校生徒に

よる産業教育に関する成果等の総合的な発表を全県的な規模で実施した。多くの入場者があり、

広く県民に職業教育に対する理解が得られた。

第11節 情報教育等

１ 身に付けさせたいＩＣＴ活用能力の提示

児童生徒のＩＣＴ活用能力の向上を図るため、「はばたく群馬の指導プラン －実践の手引き－」

の中で、小学校第３学年から６学年及び中学校で身に付けさせたいＩＣＴ活用能力を具体的に示し

た。

２ 携帯インターネット問題講習会

生徒指導対策協議会において、情報モラルやインターネットについての講習会を各学校で実施で

きるよう、教員を対象とした指導者講習会を実施した。

小学校 ５月18日（金） 群馬県総合教育センター
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中学校 ５月11日（金） 群馬県総合教育センター

３ ＩＣＴ環境の整備

教育の情報化を推進するためにコンピュータ、校内ＬＡＮ等の整備を進めてきた。本県における

ＩＣＴ環境の整備状況は表のとおりである。

本県のＩＣＴ環境の整備状況

調査項目 群馬県 H29 群馬県 H30 全国平均 H30 整備目標 H30

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ１台あたりの児童生徒数(人/台) 5.9 5.9 5.4 3人/台

校内ＬＡＮ整備率 （％） 90.9 89.8 89.6 100%

超高速インターネット接続率(30mbps以上)（％） 83.7 98.9 93.4 100%

校務用コンピュータ整備率 （％） 126.0 124.7 120.6 教員１人１台

（平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果から）

４ ＩＣＴ活用指導力向上のための指導者育成と教員研修

文部科学省で定めた「教員のＩＣＴ活用指導力の基準」による県内教職員のＩＣＴ活用指導

力を調査した結果は表のとおりである。

教材研究・指導の準 授業中にＩＣＴを活 児童生徒のＩＣＴ活 情報活用の基礎とな

備・評価・校務など 用して指導する能力 用を指導する能力 る知識や態度につい

にＩＣＴを活用する て指導する能力

能力

校種 群馬県 全国 群馬県 全国 群馬県 全国 群馬県 全国

小 学 校 86.1 86.6 65.3 70.8 69.9 72.2 82.0 83.4

中 学 校 88.8 84.8 70.9 66.1 71.7 65.4 82.8 77.6

高等学校 88.2 88.0 74.1 72.7 76.6 74.1 84.4 81.6

全校種※ 86.9 86.2 67.8 69.7 70.4 70.2 81.3 80.5

（平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果から）

※全校種：小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校を含む。

５ 情報モラル教育の推進について

公立小学校110校、中学校61校、高等学校21校、特別支援学校９校において、生徒に各種情報端

末を利用するための正しい判断力、セキュリティ知識及び危険回避方法を身に付けさせることを目

的として、群馬県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課と連携した情報モラル教室を開催した。

第12節 移動音楽教室・高校音楽教室

１ 移動音楽教室

平成30年度は、これまでの実績に基づき、第13次３か年計画の１年目として実施された。なお、

原則的に全小・中学校が３年に１回実施することになっている。

実 施 日 数（実施回数） 42日（ 76回 ）

小 学 校 中 学 校 特別支援学校等 合 計

実 施 校 数 216校 103校 5校 324校

参 加 者 数 24,332人 16,092人 108人 40,532人
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２ 高校音楽教室

平成30年度は、県内公私立高等学校・中等教育学校の約３分の１に相当する学校を対象として実

施した。

鑑賞校数 演奏回数 演奏日数 鑑賞者数

26校 24回 22日 14,666人

第13節 修学旅行

１ 小・中学校

修学旅行は学校行事の一環として実施され、学校の実情に応じた創意と工夫がみられる。実施に

当たっては、修学旅行の教育的意義や経費及び日程などの面から検討され、無理のない地域が対象

となっている。

(1) 実施学年

ほとんどの学校が、小学校６年生、中学校３年生で実施している。

(2) 方 面

小学校では、東京、鎌倉、横浜方面が多く、中学校では、関西方面が多い。

(3) 日 程

小学校では１泊２日、中学校では２泊３日がほとんどである。

２ 高等学校（含む中等教育学校）

修学旅行の実施に当たっては、各学校の実状に即した工夫がなされているが、保護者の負担軽減、

見学地の選択等工夫・改善の努力が求められている。また、平成10年度から海外修学旅行が実施さ

れており、平成30年度は４校で実施された。

平成30年度修学旅行実施状況（公立高校・中等教育学校）

(1) 実施時期（学校数） (2) 引率責任者(県立)

学 期
課程 合計 課程 校長 副校長 教 頭

１ ２ ３

全 ０ 63 ２ 65 全 40人 １人 19人

定通 ０ ４ ０ ４ 定通 ０人 ０人 ４人

合計 ０ 67 ２ 69 合計 40人 １人 23人

(3) 参加生徒数(県立) (4) 生徒一人当たりの経費（平均）(県立)

課程 生徒数 課程 国 内 海 外

全 11,440人 全 109,052円 143,190円

定通 55人 定通 99,180円

合計 11,495人

(5)航空機の利用状況（学校数）

課程 沖縄 九州 中国 関西 北海道 海外 合計

全 43 ２ ３ ０ ０ ４ 52

定通 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

合計 45 ２ ３ ０ ０ ４ 54
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(6)主な見学地（県立）

課程 沖縄 九州 中国 近畿 北陸 関東 北海道 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 台湾 合計
・ﾏﾚｰｼｱ

全 43 ２ ８ ３ ０ ０ ０ ２ ２ 60

定通 ２ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ４

合計 45 ２ ８ ５ ０ ０ ０ ２ ２ 64

第14節 実践推進校等

１ 幼・小・中学校

(1) 県教育委員会指定実践推進校・推進地域等

指 定 科 目 推進校・推進地域名 指定年度

・群馬の中学生 英語４技能スキルアップ事業 伊勢崎市立境南中学校 （新）平30～令２

〃 渋川市立北橘中学校 （〃） 〃

〃 高崎市立倉渕中学校 （〃） 〃

〃 藤岡市立小野中学校 （〃） 〃

〃 高山村立高山中学校 （〃） 〃

〃 みなかみ町立月夜野中学校 （〃） 〃

〃 太田市立旭中学校 （〃） 〃

〃 館林市立第三中学校 （〃） 〃

・学 校 図 書 館 充 実 事 業 草津町立草津中学校 （新）平30～令１

・健康教育総合推進事業指定地域 神流町立万場小学校 (新) 平30～令1

〃 神流町立中里中学校 （〃） 〃

・ぐんまの子どもの体力向上推進事業 伊勢崎市立南小学校 （新）平30

〃 館林市立美園小学校 （〃） 〃

〃 藤岡市立西中学校 （〃） 〃

〃 沼田市立沼田南中学校 （〃） 〃

・保 健 体 育 科 授 業 充 実 事 業 桐生市立境野中学校 （新）平30

・体 育 授 業 モ デ ル 作 成 事 業 下仁田町立下仁田小学校 （新）平30

・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 長野原町立北軽井沢小学校 （新）平30

〃 桐生市立広沢中学校 （〃） 〃

・食育推進に関する実践協力調理場 前橋市 （継) 平29

〃 榛東村 （〃）平28

〃 吉岡町 （〃） 〃

〃 高崎市 （〃）平25

〃 藤岡市 (新) 平30

〃 富岡市 （継）平27

〃 昭和村 (新) 平30

〃 明和町 （継）平27

〃 館林市 （継）平29

(2) 文部科学省指定実践推進校・推進地域等

指 定 科 目 推進校・推進地域名 指定年度

・地 域 学 校 協 働 本 部 下仁田町立下仁田小学校 （継）平29

〃 下仁田町立下仁田中学校 （〃） 〃
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〃 南牧村立南牧小学校 （新）平30

〃 南牧村立南牧中学校 （〃） 〃

〃 中之条町立中之条小学校 （継）平20

〃 中之条町立六合小学校 （〃） 〃

〃 中之条町立中之条中学校 （〃） 〃

〃 中之条町立六合中学校 （〃） 〃

〃 沼田市立沼田東小学校 （〃）平21

〃 沼田市立薄根小学校 （〃）平28

〃 沼田市立沼田中学校 （〃） 〃

〃 片品村立片品小学校 （〃）平25

・帰国･外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業 太田市 （継）平30

・コミュニティスクールの推進に係る委託事業 藤岡市 （新）平30

・道 徳 教 育 総 合 支 援 事 業 邑楽町 （継）平29～令１

〃 桐生市立中央中学校 （〃）平29～30

〃 藤岡市立藤岡第二小学校 （〃） 〃

・人 権 教 育 研 究 推 進 事 業 太田市（生品中学校区） （新）平30～令２

〃 吉岡町立駒寄小学校 （〃）平30～令１

〃 長野原町立西中学校 （継）平29～30

・が ん 教 育 総 合 支 援 事 業 川場村立川場小学校 （新）平30

〃 川場村立川場中学校 （新）平30

・生きる力をはぐぐむ歯・口の健康づくり推進事業 長野原町立中央小学校 （新）平29～30

・養護教諭複数配置にかかわる実践協力校 前橋市立東小学校 （継）平25

〃 伊勢崎市立宮郷小学校 （〃）平28

〃 伊勢崎市赤堀中学校 （〃） 〃

〃 吉岡町立駒寄小学校 （〃）平26

〃 高崎市立佐野小学校 （〃） 〃

〃 高崎市立東部小学校 （〃）平25

〃 太田市立藪塚本町小学校 （〃）平27

〃 みどり市立笠懸小学校 （〃） 〃

・地域ぐるみの学校安全体制整備推進 富岡市 （継）平18

〃 安中市 （〃） 〃

〃 太田市 （〃）平19

・実 践 的 安 全 教 育 総 合 支 援 事 業 吉岡町 （新）平30

・特別支援教育エリアサポートモデル校 榛東村立榛東中学校 （新）平30

〃 安中市立磯部小学校 （〃） 〃

〃 みなかみ町立新治小学校 （〃） 〃

〃 桐生市立広沢小学校 （〃） 〃

(3) その他

指 定 科 目 推進校・推進地域名 指定年度

・青 少 年 赤 十 字 実 践 推 進 校 高崎市立久留馬小学校 （新）平30～令１

〃 玉村町立玉村中学校 （〃） 〃

・地域指定福祉協力校モデル事業 片品村立片品小学校 （継）平28～30

〃 片品村立片品中学校 （〃） 〃

〃 長野原町立中央小学校 （〃）平29～31
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〃 長野原町立第一小学校 （〃） 〃

〃 長野原町立東中学校 （〃） 〃

・社 会 福 祉 協 力 校 事 業 前橋市立細井小学校 （新）平30

〃 伊勢崎市立赤堀小学校 （〃） 〃

〃 富岡市立東中学校 （〃） 〃

〃 太田市立東小学校 （〃） 〃

〃 館林市立第八小学校 （〃） 〃

２ 高等学校・中等教育学校・特別支援学校

(1) 県教育委員会指定実践推進校・推進地域等

指 定 科 目 推進校・推進地域名 指定年度

・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 県立西邑楽高等学校 （新）平30

〃 県立盲学校 （〃） 〃

・がん教育総合支援事業 県立沼田高等学校 (新) 平30

(2) 文部科学省指定実践推進校・推進地域等

平成30年度研究指定校等一覧

種 別 領 域 学 校 名 年度 研 究 テ ー マ

文部科学省指 スーパーサイエンス 県立前橋女子高等学校 30～34 理科・数学に重点を置いたカリ
定研究開発校 ハイスクール 〃 桐生高等学校 29～33 キュラムの開発

〃 高崎高等学校 28～32

〃 スーパーグローバル 県立中央中等教育学校 26～30 グローバルな社会課題を発見・
ハイスクール 高崎市立高崎経済大学附属高 26～30 解決できる人材や、グローバル

等学校 なビジネスで活躍できる人材の
育成のための質の高いカリキュ
ラムの開発・実践やその体制整
備

〃 スーパー・プロフェ 県立勢多農林高等学校 28～30 大学・研究機関・企業等との連携
ッショナル・ハイス の強化等により、社会の変化や産
クール 業の動向等に対応した、高度な知

識・技能を身に付け、社会の第一
線で活躍できる専門的職業人を育
成を図る実践研究

文部科学省指 教科等の本質的な学び 県立松井田高等学校 30～31 効果的な学習・指導方法の開発、
定研究指定校 を踏まえた主体的・対 〃 安中総合学園高等学校 優れた授業実践や校内研修の実施

話的で深い学び（アク 及び成果の普及
ティブ・ラーニング）
の視点からの学習・指
導方法の改善の推進

〃 道徳教育総合支援事 県立太田工業高等学校 29～30 授業実践をとおした効果的な指導
業 方法の開発、校内研修の実施及び

成果の普及

〃 原子力・エネルギー 県立高崎工業高等学校 30 原子力、その他のエネルギーに
教育支援事業 〃 館林商工高等学校 関する教育に係る教材の整備及

び原子力・エネルギー教育の推
進

〃 特別支援教育総合推 県立しろがね特別支援学校 30 専門家チーム及び特別支援学校
進事業 県立吾妻特別支援学校 のセンター的機能を活用した巡

県立沼田特別支援学校 回相談、研修会等の実施並びに
県立渡良瀬特別支援学校 幼稚園、小学校、中学校、高等
県立藤岡特別支援学校 学校等における体制整備の推進

〃 〃 （エリアサポートモデル校） 30 発達障害の児童生徒に対する教
榛東村立榛東中学校 職員の理解促進、授業等の指導
安中市立磯部小学校 法の改善、校内体制の構築、保
みなかみ町立新治小学校 護者等への啓発
桐生市立広沢小学校

〃 特別支援学校機能強 県立特別支援学校全校 30 理学療法士、作業療法士等の外
化モデル事業 部人材を活用し、特別支援学校

の専門性を向上させ小中学校、
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高等学校等のセンター的機能を
充実させる研究

〃 外部専門機関と連携 県立前橋高等学校 29～30 外部専門機関と連携した効果的
した英語指導力向上 〃 前橋東高等学校 30 な研修を通して、英語教育に携
事業研修協力校 〃 桐生女子高等学校 26～30 わる者の指導力の向上を図る。

〃 渋川高等学校 30
〃 富岡高等学校 30

国立教育政策 教育課程指定校事業 県立利根実業高等学校 30～31 新学習指導要領の趣旨を具体化
研究所指定 するための教育課程編成、指導

方法等の工夫改善に関する研究

第15節 外国語指導助手招致

１ 外国語指導助手招致

(1) 「語学指導等を行う外国青年招致事業」（ＪＥＴプログラム）により外国語指導助手（ＡＬＴ）

を招致し、各学校における指導や教員研修等に従事させ、高等学校等における生徒の英語コミュ

ニケーション能力の向上及び英語担当教員の指導力の向上等に寄与した。

(2) 配置先及び人数

県立高等学校及び県立中等教育学校 24名

２ 外国語指導助手支援員の配置

県単独事業により、外国語指導助手支援員（ＡＬＴアドバイザー）を義務教育課に１名配置し、

ＡＬＴを対象にした研修や外国語活動及び英語科の授業に関する指導助言に従事させ、ＡＬＴの指

導力の向上及び小・中学校のティーム・ティーチングによる授業改善に寄与した。

第３章 教科書

第１節 教科用図書の採択

１ 採択までの経過

平成31年度使用教科用図書の採択までの経過は次のとおりである。

(1) 県教委において平成31年度使用教科用図書の採択に関する諮問事項の決定

(2) 選定審議会への諮問（４月23日）

(3) 選定審議会の答申（採択基準）（４月23日）

(4) 県教委において、平成31年度使用教科用図書採択基準の決定（５月22日）

(5) 教科用図書展示会開催（県下11会場）（６月15日から14日間）

(6) 採択決定

２ 本県における採択状況

(1) 採択地区数 ９

(2) 小学校の採択状況

教科 国 語 社 会 算 理 生 音 図 家 保 道
画

国 書 社 地 工
教科書種類数 語 写 会 図 数 科 活 楽 作 庭 健 徳

教科書目録搭載種類数 ５ ６ ４ ２ ６ ６ ８ ２ ２ ２ ５ ８

県内採択種類数 ３ ３ ２ ２ ４ ３ ２ ２ ２ ２ ３ ４
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(3) 中学校の採択状況

教科 国語 社 会 数 理 音楽 美 保 技術・家庭 英 道
健

国 書 地 歴 公 地 一 器 体 技 家
教科書種類数 語 写 理 史 民 図 学 科 般 楽 術 育 術 庭 語 徳

教科書目録搭載種類数 ５ ５ ４ ８ ７ ２ ７ ５ ２ ２ ３ ４ ３ ３ ６ ８

県内採択種類数 ３ ４ ２ ２ ２ １ ３ ３ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ４ ４

(4) 教科書展示会場

番号 教科書展示会場 利用地域の範囲

１ 群馬県立図書館 前橋市

２ 伊勢崎市教育研究所 伊勢崎市、佐波郡

３ 渋川市教育研究所 渋川市、北群馬郡

４ 高崎合同庁舎 高崎市、安中市

５ 藤岡市教育研究所 藤岡市、多野郡

６ 富岡市立図書館 富岡市、甘楽郡

７ 中之条町ツインプラザ 吾妻郡

８ 利根沼田振興局 沼田市、利根郡

９ 桐生市立教育研究所 桐生市、みどり市

10 太田市教育委員会 太田市

11 館林市教育研究所 館林市、邑楽郡

第４章 各種教育振興法関係

第１節 産業教育振興法関係

平成30年度末時点における県立高等学校の産業教育施設等の状況は、次のとおりである。

１ 産業教育設備現有・投資状況 ※高等学校産業教育設備台帳調べ

学科名 学校数 現有金額(円) 投資金額(円)

農 業 科 ６ 1,354,989,911 2,022,247,661

工 業 科 ７ 2,639,952,946 4,853,617,715

商 業 科 ４ 301,732,728 1,181,569,268

総合学科 ６ 484,721,186 1,048,798,835

計 24 4,781,396,771 9,106,233,479

２ 産業教育施設現有・投資状況 ※高等学校産業教育施設台帳調べ

学科名 学校数 現有面積(㎡) 投資面積(㎡)

農 業 科 ６ 54,026 55,479

工 業 科 ７ 32,088 37,581

商 業 科 ４ 8,760 11,405

総合学科 ６ 16,781 18,188

計 24 111,655 122,653

注・産業教育設備・施設共に複数学科を設置している学校については、学級数の一番多い学科を学校数

に計上した。
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３ 高等学校普通科等家庭科設備現有・投資状況 ※高等学校普通科等家庭科設備管理簿調べ

学校数 現有金額(円) 投資金額(円)

55 144,980,291 191,432,589

注・学校数は、国庫補助金を活用して家庭科設備を整備した学校数。投資金額のみ廃校となった前橋東

商業、富岡東及び吾妻を含む。

４ 高等学校普通科等家庭科施設現有・投資状況 ※高等学校普通科等家庭科施設管理簿調べ

学校数 現有面積(㎡) 投資面積(㎡)

28 7,381 7,623

注・学校数は、国庫補助金を活用して家庭科施設を整備した学校数。

第２節 理科教育振興法関係

平成30年度における理科教育設備の整備状況は、次のとおりである。

１ 理科教育設備

学校種別整備額

学校種別 学校数 国庫補助金 設置者負担額 整備額
(校) (円) (円) (円)

小 学 校 44 5,673,000 5,898,154 11,571,154

中学校及び中等教育学校（前期） 35 4,978,000 5,166,549 10,144,549

高等学校及び中等教育学校（後期） 27 3,253,000 3,284,930 6,537,930

特別支援学校 ０ ０ ０ ０

計 106 13,904,000 14,349,633 28,253,633

２ 算数・数学設備

学校種別整備額

学校種別 学校数 国庫補助金 設置者負担額 整備額
(校) (円) (円) (円)

小 学 校 ８ 678,000 679,396 1,357,396

中学校及び中等教育学校（前期） ２ 545,000 546,052 1,091,052

高等学校及び中等教育学校（後期） ０ ０ ０ ０

特別支援学校 ０ ０ ０ ０

計 10 1,223,000 1,225,448 2,448,448
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第３節 特別支援教育就学奨励費関係

１ 特別支援学校

特別支援学校への就学の特殊事情を踏まえ、その就学に係る保護者等の経済的負担を軽減するた

め、各特別支援学校に対して、次のとおり経費を支出した。（国庫１／２）

平成30年度特別支援教育就学奨励費交付額

補助事業に要した 対 象

学 校 名 経費（交付額） 人 員

盲 学 校 12,173,604円 37人

聾 学 校 18,057,815 86

県 し ろ が ね 特 別 支 援 学 校 4,091,533 40

前 橋 高 等 特 別 支 援 学 校 11,095,677 105

赤 城 特 別 支 援 学 校 1,794,107 18

高 崎 特 別 支 援 学 校 22,608,030 153

高 崎 高 等 特 別 支 援 学 校 14,403,823 140

二 葉 特 別 支 援 学 校 11,985,571 92

二 葉 高 等 特 別 支 援 学 校 7,377,532 42

立 桐 生 特 別 支 援 学 校 2,366,588 35

あ さ ひ 特 別 支 援 学 校 12,289,854 99

伊 勢 崎 特 別 支 援 学 校 11,122,552 142

伊 勢 崎 高 等 特 別 支 援 学 校 7,989,060 77

太 田 高 等 特 別 支 援 学 校 8,180,203 103

沼 田 特 別 支 援 学 校 3,756,785 47

館 林 特 別 支 援 学 校 4,753,753 62

館 林 高 等 特 別 支 援 学 校 3,930,075 62

渋 川 特 別 支 援 学 校 20,895,932 145

藤 岡 特 別 支 援 学 校 4,738,471 51

富 岡 特 別 支 援 学 校 3,573,532 30

渡 良 瀬 特 別 支 援 学 校 13,335,555 125

吾 妻 特 別 支 援 学 校 2,360,995 20

小 計 202,881,047 1,711

前 橋 市 立 前 橋 特 別 支 援 学 校 6,799,816 102

市 高 崎 市 立 高 崎 特 別 支 援 学 校 7,260,617 88

立 太 田 市 立 太 田 養 護 学 校 8,920,150 127

小 計 22,980,583 317

私立 学校法人大出学園支援学校若葉高等学園 2,254,108 24

合 計 228,115,738 2,052

２ 特別支援学級

小・中学校の特別支援学級等への就学の特殊事情を踏まえ、その就学に係る保護者の経済的負担

を軽減するための事業を実施する市町村に対して、国はその１／２を補助した。

補 助 補助事業に 対 象 人 員

事業者名 要した経費 小学校 中学校 合計

34市町村 68,762,842円 1,509人 638人 2,147人
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第４節 高等学校定時制課程修学奨励金

働きながら学ぶ定時制課程高校生の修学を奨励するために、昭和49年度から発足した国庫補助事業

であるが、平成17年度より県単事業となった。

平成30年度の貸与実績は次表のとおりである。

学 年 人 員（人） 貸与月額（円） 事業費総額（円）

１ 0 14,000 0

２ 1 14,000 168,000

３ 6 14,000 1,008,000

４ 3 14,000 504,000

計 10 1,680,000

第５節 要保護児童・生徒援助費補助(学用品費等)

経済的理由によって就学困難と認められる生活保護を受けている世帯の児童及び生徒に対し、学用

品費等のうち生活保護（教育扶助）の対象とならない修学旅行費について必要な援助を行った市町村

は、次表のとおりである。

費目名 修学旅行費

給与額等 給与人員（人） 給与額（円）

市町村名 小学校 中学校 小学校 中学校

前橋市 13 15 279,370 863,850

高崎市 13 14 275,464 806,260

桐生市 １ ３ 23,723 211,287

伊勢崎市 ９ 13 190,292 450,274

太田市 ５ ３ 107,450 172,770

沼田市 １ １ 25,738 70,502

館林市 １ １ 17,798 66,446

渋川市 ０ ３ ０ 210,081

藤岡市 ０ ５ ０ 307,763

富岡市 １ ２ 22,760 143,300

安中市 ０ １ ０ 58,000

みどり市 ２ ２ 54,161 128,101

榛東村 ０ １ ０ 57,590

長野原町 ０ １ ０ 48,000

千代田町 １ ０ 17,520 ０

大泉町 １ ４ 20,177 228,017

邑楽町 １ ０ 21,490 ０

計 49 69 1,055,943 3,822,241
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第６節 へき地児童生徒援助費等補助

交通条件及び自然条件等に恵まれない山間地等に所在する公立小中学校の教育の振興を図るため、

へき地教育振興法等に基づき、遠距離通学の負担軽減策を講じる市町村を支援した。

１ スクールバス購入費補助

へき地学校、学校統合及び過疎地域等におけるバス路線の廃止等による遠距離通学児童・生徒の

通学条件の緩和を図るために運行するスクールバスを購入する市町村に対し、次のとおり国の助成

（１／２以内）が行われた。

市町村名 補助事業費 補助金額 導入台数

沼田市 7,989,652 円 3,170,000 円 １ 台

安中市 14,364,000 1,390,000 １

下仁田町 7,184,484 2,580,000 １

計 29,538,136 7,140,000 ３

２ 遠距離児童・生徒通学費補助

学校統廃合に伴い遠距離通学する小中学校の児童・生徒に対して通学費を負担している市町村

に対し、次のとおり国の助成（１／２以内）が行われた。

市町村名 補助事業費 補助金額 補助対象児童・生徒数

児童 生徒 計

渋川市 10,561,602 5,280,000 10 16 26

嬬恋村 11,379,424 5,689,000 107 ０ 107

東吾妻町 58,890,088 29,137,000 ０ 150 150

計 80,831,114 40,106,000 117 166 283

第７節 群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金貸与

学力等に優れた生徒で経済的理由により修学が困難な高校生等に対して、公益財団法人群馬県教育

文化事業団を通じて無利子の奨学金を貸与した。

貸 与 人 数 貸 与 額
区 分 貸与総額

月額貸与 入学一時金 うち入学準備 月 額 入 学
貸付金（※） 一時金

人 人 人 円 円 円
公立 自宅 120 27 17 18,000 26,244,000

自宅外 ２ ０ ０ 23,000 50,000 552,000
私立 自宅 68 14 12 30,000 25,560,000

自宅外 ６ ４ ２ 35,000 100,000 2,325,000
計 196 45 31 54,681,000

※ 入学準備貸付金とは、入学時に必要となる制服や教材費等の支払いに利用できるよう、高校入

学後に貸与する第１回目（入学一時金及び４～６月分）の奨学金を、入学前の３月中に前倒しし

て貸与する制度。平成27年度新入学生から適用。

第８節 高等学校等奨学金貸与

貸与実績なし。（主に教育文化事業団奨学金を利用）
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第９節 就学支援金

高等学校等における教育に係る経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図るため、平成26年４月以

降に入学した中・低所得世帯の高校生等に対し、その授業料に充てるための就学支援金を支給した。

区 分 支給額 備 考

就 学 支 援 金 3,952,618 千円 平成26年度以降の新入生等35,967人に支給

第10節 学び直しへの支援

以前に高校を退学して公立高校へ再入学した生徒が、就学支援金の支給月数又は支給単位数を超過

したことにより就学支援金を受けられない場合、最大24か月の間、学び直し支援金を支給した。

区 分 支給額 備 考

学 び 直 し へ の 支 援 1,187 千円 平成26年度以降の新入生等163人に支給

第11節 奨学のための給付金

全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するた

め、平成26年４月以降に入学した高校生等のいる低所得世帯に対して奨学のための給付金を給付した。

区 分 給付額 備 考

奨学のための給付金 456,582 千円 平成26年度以降の新入生等4,939人に給付

第５章 学校(園)の設廃と高等学校の収容計画

第１節 幼稚園、小・中学校の設廃

１ 幼稚園の設置・廃止

新 設（平成30年４月１日） 廃 止（平成31年３月31日）

○新設幼稚園なし ○伊勢崎市立豊受幼稚園
○千代田町立東幼稚園
○千代田町立西幼稚園
○玉村町立南幼稚園

２ 小・中学校の設置・廃止

新 設（平成30年４月１日） 廃 止（平成31年３月31日）

○新設小・中学校なし ○廃止小・中学校なし

第２節 高等学校の課程・学科等の設廃

平成30年度に設置・募集停止された学校、学科・生徒定員等については、次のとおりである。

１ 課程・学科等の設置、廃止及び募集停止（数字は１学年学級数）

(1)設置

○富岡高等学校 全日制課程普通科６及び定時制課程普通科１
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富岡高等学校及び富岡東高等学校の統合により新設

○吾妻中央高等学校 全日制課程普通科２、生物生産科１、環境工学科１、福祉科１

中之条高等学校及び吾妻高等学校の統合により新設

(2)廃止

○富岡高等学校 全日制課程普通科４及び定時制課程普通科１

○富岡東高等学校 普通科３

○中之条高等学校 普通科１、生物生産科１、環境工学科１

○吾妻高等学校 普通科２、福祉科１

○大泉高等学校 バイオテクノロジー科１

学科改編（平成27年度）の年次進行に伴う学科廃止

２ 学科・コース等の改編（ 内の数字は１学年学級数）

○桐生女子高等学校全日制課程

４クラス（160名） ５クラス（200名）

【改編後】 【改編前】

普 通 科 ４ 普 通 科 ４

英 語 科 １

第３節 特別支援学校の設廃

平成30年度については、特別支援学校の設置及び廃止等は実施していない。

第６章 群馬県総合教育センター

第１節 概 況

総合教育センターでは、幼児・児童・生徒の「生きる力」の育成に向けて教職員の資質向上を図る

ため、研修講座などの研修事業、調査研究事業を実施するとともに、子どもたちや保護者、教職員等

に対する教育活動支援事業や教育相談事業などを実施した。

第２節 研修事業

群馬県教員育成指標を踏まえて研修を体系化した「ぐんま教職員ステージアップシステム」に基づ

き、教職員の経験や職種・職務に応じた研修を実施し、教科指導力や生徒指導力、今日的な教育課題

への対応力を高めるなど、教職員としての資質向上を図った。
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１ 研修講座

(1) 講座の概要及び実績

教職員の資質向上のため、国や県の動向、今日的な教育課題に対応した研修を実施するととも

に、教職員の多忙化解消、業務の適正化に対応した改善を図り、93講座を開講した。

区 分 講座数(講座) 開催日数(日) 受講者数(人)

基幹研修 22 156 1,356

指定研修 24 48 1,169

希望研修 45 114 2,740

公開講座 2 2 33

全 体 93 320 5,298

＜講座概要＞

基幹研修 ･･････････････初任者、２年、３年、５年、６年目等、経験年数に応じた研修

指定研修 ･･････････････新任管理職や新任主事・主任等の職位・職務に応じた研修

希望研修 ･･････････････教科等の専門的な知識や技能の向上を図るための研修

公開講座 ･･････････････キャリア教育など一般県民を含む希望者を対象とした講座

２ 教育研修員研修

教員の資質能力の向上を図るために、教育の今日的課題の解決や実践的指導力の向上を目指した

研究、長期社会体験による研修を行い、優れた識見と指導力を身に付けた教育活動の推進者を育成

した。

(1) 長期研修

ア 研修の基本方針

本県の教育課題を踏まえた研修を通して、実践的な指導力や助言力を身に付けるとともに、

所属校や地域の中核として指導的な役割を担うことのできる人材を育成する。

イ 研修員数 （単位：人）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計

13 7 2 1 23

ウ 研究領域 （単位：人）

研 究 領 域 研修員数 研 究 領 域 研修員数

国語 ２ 道徳 ３

社会、地歴、公民 ３ 特別活動 １

算数、数学 １ 特別支援教育 １

理科 ２ 生徒指導・教育相談 ２

体育、保健体育 １ 健康教育 １

家庭、技術・家庭 ２ 高校教育の改善 ２

外国語、外国語活動 ２

(2) 長期社会体験研修

ア 研修の基本方針

企業等における研修を通して、社会的識見や教科の専門性を高めるとともに、本県のキャリ

ア教育の中核として指導的な役割を担うことのできる人材を育成する。

イ 研修員数 （単位：人）

小学校 高等学校 合計

１ ３ ４
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ウ 派遣先企業等 （単位：人）

企業等名 義務校教員 企業等名 県立校教員

サンデンホールディングス（株） １ （株）ＳＵＢＡＲＵ １

（株）群馬銀行 １

群馬ヤクルト販売（株） １

(3) 特別研修

ア 研修の基本方針

授業実践等を通して、教科等の指導力を高めるとともに、所属校や地域において指導的な役

割を担うことのできる人材を育成する。

イ 研修員数 （単位：人）

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計

1 26 17 12 １ 57

ウ 研究領域 （単位：人）

研 究 領 域 研修員数 研 究 領 域 研修員数

国語 ６ 農業 １

社会、地歴・公民 ６ 工業 ２

算数、数学 ６ 商業 ２

理科 ４ 道徳 ６

音楽 １ 総合的な学習の時間 ２

図画工作、美術 ２ 特別活動 ２

体育、保健体育 ３ 幼児教育、幼小連携 １

家庭、技術・家庭 ３ 特別支援教育 ２

外国語、外国語活動 ４ 生徒指導・教育相談 ４

(4) 指導力向上研修

ア 研修の基本方針

学習指導や生徒指導、児童生徒や保護者への対応等に課題を有する教員に研修を行い、教員

としての使命感や資質能力の向上を図る。

イ 研修員数

１名（県立校）

第３節 調査研究事業

１ 調査研究

今日的な教育課題の解決に役立つよう、教育研究等の調査研究に取り組んだ。

係・センター等 調査研究テーマ

義務教育研究係 調査研究方式による小・中学校初任者研修

高校教育研究係 高校教育の改善に関する調査研究

特別支援研究係 多様な学びの場における充実した指導及び支援の実現に向けて、

全ての子どもが共に活躍できる授業づくりに関する調査研究

幼児教育センター 幼保こ小の連携・接続に関する調査研究
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第４節 教育活動支援事業

１ カリキュラムセンターの運営

特色ある学校づくりと授業の充実を図るため、図書や教育関係資料の収集と貸出、県内各学校の

校内研修等への講師派遣及び教材・教具の貸出・提供の支援を行った。

(1) 図書等の蔵書数 （H31.3.31現在）

図書 雑誌 教育研究紀要等 教育用ビデオ・ＤＶＤ 教育用ソフトウェア

16,610冊 5,089冊 19,628冊 1,346タイトル 354タイトル

(2) 図書等の貸出・提供数

図書・雑誌・教育研究紀要等 教育用ビデオ・ＤＶＤ 教育資料複写 合計

2,593冊 174本 40件 2,807

(3) 研修支援の件数

研修支援隊（講師派遣） 教材・教具の

幼稚園・保育園 小学校 中学校 高校 特別支援学校 教育委員会等 合計 貸出・提供

3 25 29 23 18 25 123 812件

(4) 授業に生かすデジタル教材や学習指導案等の収集・提供

授業に活用できる静止画、動画などのデジタル教材や学習指導案、年間指導計画、シラバス等

を各校で活用できるよう収集し、Ｗｅｂ上に公開・提供した。

２ ぐんまスクールネットの運営

当センターが教育情報通信ネットワークの拠点となり、県内の県立学校（84校）がインターネッ

トから安心して様々な教育情報の入手や発信ができるよう、ウイルス対策やＷｅｂ閲覧制限、迷惑

メール対策等の一元管理を行った。

３ 教育情報提供

(1)「ぐんま教育フェスタ」の開催

「ぐんま教育フェスタ」を２月２日（土）に開催し、975人が来場した。当センターの研究員・

教育研修員による研究成果の発表のほか、「在外教育施設の紹介及び相談会」、「専門高校による

そば打ち体験」、「小学校プログラミング教育の教材体験」を中心とした新たな参加者体験・展示

企画を実施した。また、「開け！未来の扉を」と題し、前橋育英高等学校長の山田耕介氏による

特別講演を行った。

(2) ぐんま教育賞の実施

教職員から教育の向上についての考えや実践についての論文等を募集した。優れた論文等を表

彰するとともに、当センターのＷｅｂページで紹介した。

（単位：編）

区 分 応募総数 入賞数

杉の子賞（教職員の部） 17 4

第５節 教育相談事業

１ 子ども教育・子育て相談

学校・園の生活や学業、いじめや不登校、生活習慣や養育、発達の遅れや就園・就学など、教育

や子育てに関する相談に対応した。また、県内全ての幼稚園等、保育所（園）等、幼保連携型認定

こども園、小・中・高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の児童生徒及び教職員に「子ども教

育相談カード」を配布し、相談事業について周知を図った。
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(1) 相談件数

ア 教育相談

児童生徒や保護者、教職員を対象に、いじめや不登校等、教育や子育てに関する来所相談、

電話相談に応じ、相談者自身が問題の解決に向けて動き出していけるよう支援を行った。

特に、いじめ問題については、関係課・機関と連携するなど迅速・的確に対応した。

(ｱ) 校種別相談延べ件数

幼児 小学生 中学生 高校生 不明・他 合計

来所相談 0 80 57 67 0 204

電話相談 7 608 1,126 680 118 2,539

合計（件） 7 688 1,183 747 118 2,743

割合（％） 0.3 25.1 43.1 27.2 4.3 100.0

(ｲ) 相談内容別延べ件数

いじめ 不登校 行動 友人 学業 養育 学校の指導 その他 合計

来所相談 0 132 5 1 9 8 5 44 204

電話相談 149 171 16 264 107 976 162 694 2,539

合計(件) 149 303 21 265 116 984 167 738 2,743

割合(％) 5.4 11.0 0.8 9.7 4.2 35.9 6.1 26.9 100.0

(ｳ) いじめ相談における学年別相談延べ件数

幼 小学生 中学生 高校生
区 分 その他 合計

児 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年 1年 2年 3年

来所相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

電話相談 1 7 6 4 25 17 9 17 11 5 21 12 11 3 149

合計(件) 1 7 6 4 25 17 9 17 11 5 21 12 11 3 149

割合(％) 0.7 4.7 4.0 2.7 16.7 11.4 6.0 11.4 7.4 3.4 14.1 8.1 7.4 2.0 100.0

イ 発達相談

※ 「第６節 特別支援教育センター事業」参照

ウ 子育て相談・保育相談

子育てに不安を抱えている保護者、教職員・保育士等を対象に、来所相談、電話相談に応じ、

子どもとの接し方等の助言を行った。

(ｱ) 年齢別延べ件数

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 小１～３ 小４～６ 中１～３ 不明 合計

来所相談 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 7

電話相談 4 8 13 21 20 50 0 0 1 0 7 124

合計(件) 4 8 13 23 23 51 0 1 1 0 7 131

割合(％) 3.1 6.1 9.9 17.6 17.6 38.8 0 0.8 0.8 0 5.3 100.0

(ｲ) 相談内容別延べ件数

生活 行動 言語 就園進路 運動 学習 近況報告 情報収集 その他 合計

来所相談 5 1 0 0 0 0 0 0 1 7

電話相談 80 5 0 8 0 1 0 3 27 124

合計(件) 85 6 0 8 0 1 0 3 28 131

割合(％) 64.8 4.6 0 6.1 0 0.8 0 2.3 21.4 100.0
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第６節 特別支援教育センター事業

１ 発達相談

乳幼児や児童生徒とその保護者、教育及び保育に関わる者を対象に、子どもの発達や障害に関す

る来所相談、電話相談に応じ、子どもへの理解や関わり方等の助言を行った。

(1) 相談件数

ア 校種別相談延べ件数

乳幼児 小学生 中高生 不明 他 合計

来所相談 132 218 63 0 1 414

電話相談 59 91 39 4 2 195

訪問相談 4 0 0 0 0 4

合計（件） 195 309 102 4 3 613

割合（％） 31.8 50.4 16.6 0.7 0.5 100.0

イ 相談内容別延べ件数

生活 行動 言語 就学進路 運動 学習 近況報告 情報収集 その他 合計

来所相談 22 295 60 14 3 1 0 2 17 414

電話相談 9 122 24 8 0 2 0 11 19 195

訪問相談 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

合計(件) 31 421 84 22 3 3 0 13 36 613

割合(％) 5.1 68.6 13.7 3.6 0.5 0.5 0 2.1 5.9 100.0

２ 特別支援教育に関する情報の提供

特別支援教育に関する指導資料、研修資料や特別支援学校が開催する研修会等の案内を、当セン

ターＷｅｂページに掲載した。

第７節 幼児教育センター事業

１ 家庭教育充実のための地域で取り組む子育ての支援者研修会

地域の子育ての支援者を対象に各地域や当センターで研修会を実施した。

実施回数：8回（参加者数：286名）

２ 夕やけ保育研修会

国公私立幼稚園等の教諭・保育所の保育士等を対象に、幼児教育をめぐる課題解決のための研修

会を実施した。

実施回数：９回（参加者数：513名）

実施市町村：高崎市、伊勢崎市、沼田市、渋川市、藤岡市、安中市、みどり市、、嬬恋村、

千代田町

３ 保育アドバイザー派遣

子育て中の保護者を対象としたセミナーや幼稚園・保育所等の園内研修、市町村が行う研修、学

校行事等に保育アドバイザーを講師として派遣した。

派遣回数：104回（参加者数：4,768名）



- 86 -

第７章 学校保健

第１節 概 況

平成30年度教育委員会運営方針に基づき、心身ともにたくましい人間の育成を図るために、学校に

おける健康教育を生涯にわたる人間の基礎を培う重要な過程としてとらえ、関係機関等の協力のもと

に、健康教育の充実に努めた。

１ 健康教育

保健主事、養護教諭及び教職員を対象とした研修会や講習会等を開催し、資質の向上に努めると

ともに、エイズ教育や薬物乱用防止教育のための教材や啓発パンフレット等を教職員・児童生徒へ

配布し啓発した。

また、指定校等において、現代的健康課題解決に向けた実践的指導や研究を推進し、その成果を

県内各学校が活用するよう努めた。

２ 保健管理

児童生徒健康管理対策事業等により、適正な健康診断の実施と事後措置の徹底を図った。

学校環境衛生については、「学校環境衛生基準」に基づき、定期検査等により水質管理や室内空

気等の検査を実施した。

第２節 主な事業

１ 指導研修事業

(1) 健康教育担当者連絡協議会

健康教育の推進に資するため、次のとおり研修会を開催した。

ア 期日

６月28日

イ 会場

藤岡市みかぼみらい館

ウ 講義

「発達障害の児童生徒における自己を育てる

～社会や集団のなかで安心して過ごせるために～ 」

群馬大学教育学部

教授 霜田 浩信

「学校におけるがん教育の実践について」

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

がん教育推進係長 咲間 悟

エ 実践発表

「平成29年度におけるがんの教育について」

みどり市立大間々南小学校 教諭 永田 博秋

みどり市立大間々南小学校 養護教諭 岡田 麻里

群馬大学教育学部附属中学校 教諭 上原 玲子

群馬県立大間々高等学校 教諭 赤石 和子

(2) 性・エイズ教育及び薬物乱用防止に関する指導者研修会

エイズは若い世代に感染が広がりつつあり、感染者の急増が危惧されている。また、薬物乱用

者の増加及び低年齢化の傾向に対して、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の推進が緊急の課題とな
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っているため、県内の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教職員を対象

に次のとおり研修会を開催した。

ア 期日

６月５日 性・エイズ教育に関する指導者研修会

６月６日 薬物乱用防止に関する指導者研修会

イ 会場

群馬会館 ホール

ウ 内容

(ｱ) 性・エイズ教育に関する指導者研修会

講 義 「本県におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者の現状と対策について」

保健予防課感染症対策係 主任 干川 孔明

講 義 「学校における性・エイズ教育のすすめ方」

特定非営利活動法人ぷれいす東京 理事 池上千寿子

(ｲ) 薬物乱用防止に関する指導者研修会

講 義 「県内における薬物乱用の現状と対策について」

群馬県警察本部刑事部 組織犯罪対策課 警部補 森田 貢治

講 義 「学校における薬物乱用防止教室の考え方・進め方」

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 健康教育調査官 小出 彰宏

(3) 薬物乱用防止教室指導者講習会

各学校における薬物乱用防止教室の開催を推進、充実させるため、指導者に対して学校教育及

び児童生徒の実態を踏まえ、発達段階に応じた有効な教育が実施されるよう次のとおり講習会を

開催した。

ア 期日

７月５日

イ 会場

群馬会館 ホール

ウ 内容

講 義 「学校における薬物乱用防止教室の考え方・進め方」

法政大学スポーツ健康学部 教授 鬼頭 英明

講 義 「県内の薬物乱用の現状と対策について」

群馬県警察本部刑事部 組織犯罪対策課 警部 齋藤 康紀

講 義 「学校での薬物乱用防止教室の実践」

高崎ライオンズクラブ 薬物乱用防止教室認定講師 塚田 雅章

２ 平成30年度学校保健功労者等の表彰

(1) 学校保健表彰（文部科学大臣表彰）

学校保健の推進に功績があり、かつ、その成果が全国的な水準の向上に貢献し得ると考えられ

る個人について文部科学大臣より表彰を受けた。

学 校 医 中田 益充 前橋市立大利根小学校

学校歯科医 中田 洋 高崎市立箕輪小学校

学校薬剤師 藍原 弘之 みどり市立東中学校

養 護 教 諭 北村 雅子 大泉町立南中学校

(2) 群馬県教育委員会学校保健優良学校等表彰

心身ともに健康な児童生徒の育成を目指し、学校保健に貢献した学校及び個人を表彰した。

ア 期日

12月20日
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イ 会場

群馬会館ホール

ウ 学校保健功労者

学校医・・・・・・・田中 哲治 ほか15名

学校歯科医・・・石井 俊彦 ほか15名

学校薬剤師・・・吉山 徹 ほか８名

養護教諭･････竹田 光代 ほか４名

３ 健康管理関係事業

(1) 児童生徒の健康管理

児童生徒が健康で快適な学校生活を送ることができるよう、定期健康診断を実施し、その結果

をもとに適切な学校生活管理指導を実施している。

そのために、心臓検診、尿検査、貧血検査、胸部Ｘ線検査等の児童生徒健康管理対策事業を実

施した。

(2) へき地学校巡回検診

耳鼻科・眼科の学校医が配置されていないへき地学校を対象に県医師会の協力を得て、次表の

とおり児童生徒の耳鼻科、眼科の検診を実施した。

平成30年度へき地学校巡回検診

実 施 日 科 目 実 施 学 校 名 及 び 受 診 者 数

９月13日 高山村立高山小学校 163（眼科のみ）、高山中学校 86（眼科のみ）

９月26日 中之条町立六合小学校 35（眼科のみ）、六合中学校 20（眼科のみ）

９月27日 耳鼻科 草津町立草津小学校 217

10月24日 眼 科 みなかみ町立藤原小学校 ７、藤原中学校 ８

11月１日 片品村立片品小学校 163、片品中学校 102

11月15日 上野村立上野小学校 46、上野中学校 26

(3) 健康推進学校、よい歯と口のコンクール

ア 健康推進学校

健康推進学校の審査対象区分は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

を規模別に、大規模校（小学校：19学級以上、中学校：13学級以上）、中規模校（小学校：７

～18学級、中学校：７～12学級）、小規模校（小学校、中学校とも６学級以下）に区分して審

査した。

全50校の応募校から、第一次審査で上位賞候補となった10校について現地審査を行い、次の

とおり優良校以上の推進学校を決定した。

小学校・中学校

規模区分 賞区分 小 学 校 中 学 校

小規模校 特別賞

優秀校 桐生市立北小学校

優良校 高崎市立車郷小学校 高崎市立倉渕中学校

東吾妻町立坂上小学校

昭和村立大河原小学校
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中規模校 特別賞 高崎市立大類小学校 高崎市立豊岡中学校

優秀校 前橋市立新田小学校 高崎市立第一中学校

渋川市立橘小学校

高崎市立中央小学校

高崎市立北小学校

高崎市立長野小学校

優良校 高崎市立南小学校 高崎市立長野郷中学校

高崎市立城南小学校 板倉町立板倉中学校

高崎市立新高尾小学校

高崎市立豊岡小学校

高崎市立箕郷東小学校

沼田市立利南東小学校

桐生市立相生小学校

大規模校 特別賞 高崎市立佐野小学校 高崎市立塚沢中学校

高崎市立中居小学校

優秀校 高崎市立高松中学校

優良校 前橋市立永明小学校 藤岡市立北中学校

高崎市立東部小学校

太田市立尾島小学校

高等学校・特別支援学校

賞区分 高 等 学 校 特 別 支 援 学 校

特別賞

優秀校 応募校なし 応募校なし

優良校

イ よい歯と口のコンクール

学校歯科保健への意識の高揚と、歯科保健活動の発展のために、歯の衛生週間にあわせ、「よ

い歯と口の学校」「よい歯と口の学級」表彰及び歯と口の健康に関する図画・ポスター・啓発

標語、自由研究等の応募を行った。

(ｱ) よい歯と口の学校

小学校（小学部） ：応募校335校中表彰学校は、高崎市立中居小学校ほか38校

中学校（中学部） ：応募校191校中表彰学校は、高崎市立高松中学校ほか27校

高等学校（高等部）：応募校108校中表彰学校は、群馬大学教育学部附属特別支援学校

ほか６校

(ｲ) よい歯と口の学級

小学校（小学部）：応募数256学級中表彰学級は、前橋市立笂井小学校４年１組ほか138学級

中学校（中学部）：応募数118学級中表彰学級は、明和町立明和中学校１年Ａ組ほか63学級

(ｳ) 歯科保健図画・ポスター・啓発標語

図画の部 ：１位 坂東 美咲（安中市立九十九小学校１年）

ポスター小学生の部：１位 久間田 奏（太田市立沢野小学校６年）

ポスター中学生の部：１位 須田 小百合（吉岡町立吉岡中学校３年）
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図画又はポスター ：１位 村田 実沙季（みどり市立あずま小学校（あずま学級）４年）

（特別支援学校）

標語小学生の部 ：１位 長壁 智史（高崎市立中室田小学校１年）

標語中学校の部 ：１位 横山 立佳（富岡市立妙義中学校２年）

第３節 群馬県学校保健審議会

当審議会は、県教育委員会の諮問に応じて、学校保健の向上について調査審議及び意見具申を行う

ため「執行機関の附属機関に関する条例」に基づき設置されている。

構成委員は、関係団体から推薦された者、学識経験者等16名で構成されており、専門委員会として

感染症対策専門委員会、教職員精神保健専門委員会が設置され、組織の充実が図られている。

１ 開催状況

(1) 平成30年度群馬県学校保健審議会

ア 期日

３月15日

イ 場所

群馬県庁舎７階 審議会室

ウ 内容

(ｱ) 報告事項

・学校における感染症対策等について

・学校におけるアレルギー疾患対策について

・薬物乱用防止教育及び性・エイズ教育の推進について

・学校における心臓検診・腎臓検診対策について

・学校保健関係調査について

・がん教育について

・教職員の精神保健等について

・その他

(ｲ) 協議事項

・子供の生活習慣や心の健康に関する取組について

第４節 群馬県学校保健会

当会は、本県における学校保健の進展と公益財団法人日本学校保健会の事業に協力する目的で設立

され、県教育委員会事務局健康体育課内に事務局を置いている。

当会は、郡市地区学校保健会をもって組織され、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校長、保健

主事、養護教諭、学校栄養士及びＰＴＡの８専門部会を置いて、目的達成のため各種事業を行ってい

る。

１ 実施事業

(1) 学校保健功労者の表彰

ア 群馬県学校保健会長表彰

学校保健の普及と向上のために優れた成果をあげた個人及び学校を表彰した。

功労賞・・・学校医 佐藤 憲司 ほか74名

奨励賞・・・学校薬剤師 赤尾 聖一 ほか21名

感謝状・・・元学校医 加藤 和夫
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(2) 各種研究大会への参加

(3) 会報「ぐんまの学校保健」の発行

(4) 児童生徒心疾患対策委員会及び児童生徒腎疾患対策委員会の開催

(5) 郡市地区学校保健会に対する運営費及び活動費補助

(6) 学校保健に関する図書の配布

第８章 学校安全

第１節 安全指導及び安全管理

１ 安全指導及び安全管理

(1) 安全指導の徹底

安全教育主任等による学校安全研究協議会を開催し、学校安全計画や学級活動における安全指

導の在り方について研究協議を行い指導の徹底を図った。

ア 公立高等学校・県立特別支援学校・公立中等教育学校（後期）学校安全研究協議会

(ｱ) 期日

６月14日

(ｲ) 会場

群馬県総合教育センター

イ 学校安全研究協議会（小学校・中学校・特別支援学校）

(ｱ) 期日

５月30日

(ｲ) 会場

群馬会館

(2) 学校安全管理の充実・強化

ア スクール・セイフティー推進事業

平成13年６月に大阪府の小学校で起きた児童殺傷事件を契機として、学校関係者、地域の関

係団体の連携協力のもと、各教育事務所単位で学校安全管理に関する協議会及び研修会等を開

催し、幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の充実・強化を図った。

利根教育事務所：６月22日 利根沼田振興局

東部教育事務所：８月10日 笠懸公民館

イ 学校安全点検

学校施設等に関する主要な点検事項を定めた「学校安全総合点検票」を用いた「学校安全総

合点検」を各学校が実施し、安全管理の充実・強化を図った。さらに、「学校安全巡回点検」

を県立学校22校（28年度は16校、29年度は24校）に実施し、安全管理の徹底を図った。

２ 交通安全指導

(1) 研究協議会等の開催

研究協議会等を開催し、学校における交通安全指導の徹底を図った。また、小･中学校教諭を

対象に学校安全研究協議会を開催し、生徒の自転車安全に関する指導力の向上を図った。

ア 公立高等学校交通安全指導対策協議会

(ｱ) 期日

４月26日、11月12日、11月19日

(ｲ) 会場

群馬県総合教育センタ－、館林自動車教習所、前橋自動車教習所



- 92 -

イ 学校安全研究協議会（小学校・中学校・特別支援学校）

(ｱ) 期日

５月30日

(ｲ) 会場

群馬会館

(2) 交通安全指導強化

交通安全思想の普及及び徹底と正しい交通ル－ルの実践を習慣づけるため､全国・県民交通安

全運動に合わせ､各学校へ実施要領を示して指導の強化を図った。

(3) 通学路における緊急合同点検

24年度当初、児童生徒の登下校中の交通事故が全国的に相次いだことを受けて、各小学校の通

学路について、学校、道路管理者、警察３者による緊急合同点検を実施した。

ア 結果概要（平成30年度末時点）

(ｱ) 対策必要箇所数 503箇所

(ｲ) 対策実施箇所数 472箇所

(4) 群馬県サイクルサミット

中学生・高校生が関係する自転車事故を防止するため、一人ひとりが交通ルールを理解すると

ともに、交通社会の一員であることを自覚し、命の尊さと交通安全の大切さを改めて認識し、安

全意識の向上を図ることを目的に実施した。

(ｱ) 期日

11月12日（月）、11月19日（月）

(ｲ) 会場

館林自動車教習所、前橋自動車教習所

３ その他の事項

文部科学省主催の研究会に教職員を参加させ、指導力の向上を図るとともに、文部科学省の委託

事業として、吉岡町をモデル地域とした防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業を実

施した。また、文部科学省の補助事業として、「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」におい

てスクールガード・リーダー（警察官ＯＢ）を配置する３市町村（富岡市・安中市・太田市）に対

し補助した。

第２節 学校安全表彰

１ 平成30年度群馬県教育委員会学校安全優良学校等表彰

該当なし

第９章 学校給食

第１節 概 況

１ 学校給食の目的

学校給食は、学校給食法に基づき、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童生徒の食に

関する正しい理解と適切な判断力を養うことを目的として、学校教育活動の一環として実施してい

る。
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２ 学校給食の実施状況

学校給食実施状況 平成30年５月１日現在

区 分
総 数 完 全 給 食 補 食 給 食 ミルク給食 給食実施校計

校数 児童生徒数 校数 児童生徒数 校数 児童生徒数 校数 児童生徒数 校数 児童生徒数

校 人 校 人 校 人 校 人 校 人

小 学 校 308 99,460 307 99,295 307 99,295

中 学 校 161 51,112 159 50,599 159 50,599

中等教育学校 2 770 1 378 1 378

夜間定時制高校 14 1,610 0 0

特別支援学校 26 2,209 18 1,455 5 463 23 1,918

合 計 511 155,161 484 151,349 0 0 6 841 490 152,190

３ 米飯給食実施状況

米飯給食の実施については、昭和57年度以降、週３回の実施を目標としている。学校給食におけ

る献立内容の多様化、日本型食生活への見直し等、学校給食関係者の理解を得ながら実施に向け

推進を図った。本県における米飯給食の実施状況の推移は次表のとおりである。

米飯給食実施状況の推移

区 分 完全給食 米飯給食 実施率 完全給食を受ける 米飯給食を受ける 実施率

実 施 校 実 施 校 児童・生徒数 児童・生徒数

校 校 ％ 人 人 ％

平成19年度 531 528 99.4 176,607 175,755 99.5

平成20年度 525 522 99.4 174,793 173,943 99.5

平成21年度 523 523 100.0 174,793 174,793 100.0

平成22年度 521 521 100.0 172,622 172,622 100.0

平成23年度 515 515 100.0 170,627 170,627 100.0

平成24年度 509 509 100.0 167,568 167,568 100.0

平成25年度 505 505 100.0 165,139 165,139 100.0

平成26年度 503 503 100.0 162,649 162,649 100.0

平成27年度 495 495 100.0 160,286 160,286 100.0

平成28年度 487 487 100.0 157,611 157,611 100.0

平成30年度 484 484 100.0 151,349 151,349 100.0

※文部科学省が実施する学校給食実施状況等調査が隔年実施となったため平成29年度の結果なし

４ 食事内容

学校給食の食事内容については、「学校給食摂取基準」に基づき、家庭との連携を図り、地域に

おける食生活の実態を考慮のうえ、献立内容及び調理方法の多様化等について充実向上が図られる

よう指導した。

５ 食に関する指導

食に関する指導を学校の教育全体で行うことができるよう、「平成30年度学校教育の指針」にお

いて、教科等の内容に関連させた食育の計画的な実施を掲げるとともに、地区別研究集会や食育推

進連絡協議会の開催を通じて指導の充実について指導した。

６ 衛生管理

学校給食の衛生管理については、食中毒及び感染症発生時における被害の広域化とこれによる社

会的影響等を考慮し、県内学校給食施設の学校給食衛生管理巡回指導を実施した。また、栄養教
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諭、学校栄養職員及び学校給食調理従事員等を対象に研修会、研究会等を開催し、日常における

食品衛生及び衛生管理の徹底を図った。

第２節 学校給食関係補助

１ 県立学校給食設備改善充実

県立学校における給食設備の改善充実を行い、作業能率の向上、衛生管理の万全、食事内容の充

実を図った。

学校名 事業費(円) 整 備 品 目

盲学校 78,760 衣類乾燥機購入

聾学校 287,820 スチームコンベクションオーブン修繕

293,220 給食用皿・汁椀購入

高崎特別支援学校 270,000 冷蔵庫購入

89,208 調理用ざる購入

あさひ特別支援学校 858,600 食器消毒保管庫購入

12,000 自動ガス遮断装置修繕

伊勢崎高等特別支援学校 190,000 牛乳保冷庫購入

沼田特別支援学校 813,117 再調理室用物品購入

362,620 高等部給食用物品購入

館林特別支援学校 69,660 衣類乾燥機購入

48,373 給食機器購入

館林高等特別支援学校 24,000 給食用台車、コンテナ購入

渋川特別支援学校 188,568 冷蔵庫修繕

126,360 スチームコンベクションオーブン修繕

169,388 食器洗浄機修繕

富岡特別支援学校 1,547,000 再調理室用物品購入

渡良瀬特別支援学校 1,166,400 食器消毒保管庫購入

吾妻特別支援学校 2,124,284 再調理室用物品購入

27,000 給食用食器購入

計 8,746,378

第３節 主な事業

１ 学校給食に関する指定等

(1) 食育推進に関する実践協力調理場

指定共同調理場に学校栄養職員を１名増員し、調理場と学校の連携による食育推進体制の整備

と食に関する指導の充実について実践的な調査研究を行った。

前橋市学校給食北部共同調理場

榛東村学校給食センター

吉岡町学校給食センター

高崎市吉井学校給食センター

藤岡市学校給食センター

富岡市学校給食センター

昭和村学校給食センター
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館林市立学校給食センター

明和町立学校給食センター

２ 各種研修会・講習会等

(1) 学校給食地区別研究集会

学校給食の指導並びに運営の充実及び徹底を図るため、総合主題「『生きる力』をはぐくむ食

育の推進と学校給食の充実」を受け、第１分科会（学校・家庭・地域の連携推進部会）、第２分

科会（食に関する指導部会）、第３分科会（管理運営部会）の各分科会ごとに、研究主題のもと

協議を行う。

群馬県給食教育研究会、開催地教育委員会との共催により、次の日程で実施した。

地区・期日・会場及び出席者数

区分 地 区 期 日 会 場 出席者数

中毛 前橋 伊勢崎 渋川 北群馬 佐波 ７月24日 渋川市北橘公民館 280名

西毛 高崎 藤岡・多野 富岡・甘楽 安中 ７月24日 富岡市生涯学習センター 482名

北毛 沼田 吾妻 利根 ７月25日 利根沼田振興局 112名

東毛 桐生 太田 館林 みどり 邑楽 ７月25日 笠懸野文化ホール 232名

(2) 食育推進連絡協議会

学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた食育推進を図るために、県内小・中・中等教育学校（前期

課程）、特別支援学校の教職員の希望者を対象に、次のとおり協議会を開催した。

期 日 会 場 出席者数

６月29日 群馬会館 233名

ア 研修内容

(ｱ) 説 明 「本県の学校における食育推進の状況と課題」

(ｲ) 実践発表 「食へ関心を持ち、好き嫌いなく食べようとする児童・生徒の育成」

「地域の豊かな産物を知り、食への関心をもち、何でも食べてみようとする児

童生徒の育成」

(ｳ) 講 演 「学校給食における地場産物を使った食育の推進」

(3) 学校給食衛生管理研修会

学校給食関係者（調理従事員、栄養教諭等）の専門的知識を深め、安全・安心な学校給食実施

に関する知識の向上を目的として次のとおり研修会を開催した。（隔年で２地区ずつ実施）

期 日 会 場

７月２６日 太田市民会館

８月 １日 群馬会館ホール

ア 研修内容

(ｱ) 講義「食物アレルギーについて～正しく知ってる？食物アレルギー～」

(ｲ） 講義「学校給食における危機管理～衛生管理・異物混入対策・アレルギー対応」

３ 学校給食衛生管理巡回指導

嘱託指導員を１名配置し、学校給食施設を対象に巡回指導を実施し、学校給食の安全衛生管理に

ついて適切な指導・助言を行った。併せて、文部科学省事業「学校給食の衛生管理等に関する調査

研究」事業を行い、学校給食調理場への衛生管理指導の充実を図った。
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第４節 学校給食表彰

１ 平成30年度学校給食表彰（文部科学大臣表彰）

該当なし

２ 平成30年度群馬県教育委員会学校給食優良学校等表彰

〈学校給食優良校等 調理場〉

共 同 調 理 場

１ みどり市大間々学校給食センター

２ 明和町立学校給食センター

〈学校給食功労者 個人〉

氏 名 所 属 名 ( 職 名 )

１ 阿部 裕子 高崎市立豊岡小学校 栄養教諭

２ 白井 利明 高崎市立久留馬小学校 指導給食技士

第５節 公益財団法人群馬県学校給食会

公益財団法人群馬県学校給食会では、学校給食用物資を適正円滑に供給し、学校給食の普及充実に

努めるとともに、児童生徒の心身の健全な発達に寄与することを目的として活動している。

なお、平成30年度の学校給食用物資の取扱実績及び利用状況は次のとおりである。

１ 物資の取扱（物資売渡）実績

(1) パン・麺（小麦粉）

677.6ｔ／665,270千円

(2) 米飯 (おこわを含む)

1,258.1ｔ／976,406千円

(3) アルファー化赤飯

16.7ｔ／19,707千円

(4) 精麦

2.5ｔ／1,073千円

(5) 一般物資

136,376千円

２ 学校給食の普及・充実に関する事業

(1) 委託加工パン工場、炊飯施設及び麺工場に対する現地検査・指導

延べ43施設

(2) 委託加工施設衛生管理研修会

延べ46施設

(3) パン品質評価指導会

14施設

(4) 食品検査事業

学校給食用物資の安全・安心を確保するため放射性物質等を実施(149検体)

(5) 「学校給食ぐんまの日」助成事業

助成対象人員 134,606人

(6) 学校給食用物資展示研修会

展示業者数 17社

参加来場者 約100名
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(7) 国産食肉利用促進事業

参加者 32名

(8) 学校給食用米粉パン利用促進事業（県農政部助成事業）

米粉パン（こめっこぱん）助成食数 699,318食

(9) 各種講習会・研修会等への出席

３ 機器貸出事業

(1) 簡易ふらん器 6回

(2) ＡＴＰ拭取り検査器 5回

(3) 手洗いチェッカー 10回

(4) 糖度計 0回

(5) 塩分計 1回

(6) 展示資料（給食レプリカ・パネル等） 5回

第10章 学校体育

第１節 児童生徒の体力向上

１ 体力優良証授与

本県児童生徒の体力向上への意識を高めるため、新体力テストの総合評価基準がＡ段階に達した

児童生徒に体力優良証を授与した。

＜平成30年度授与実績＞

小 学 校 中 学 校 高等学校 合 計

13,499 10,532 5,465 29,496

２ 新体力テスト実施の推進

本県は、スポーツテストのうち運動能力テストを昭和42年度から昭和51年度まで３年ごとに、昭

和53年度からは毎年実施した。また、昭和55年度からは、体力診断テストも併せて実施した。平成

11年度から内容の改訂に伴い、名称も「新体力テスト」と改め実施している。今後も各学校におけ

る新体力テストの実施とその効果的な活用を期待するものである。

３ 体力向上取組優良校、体力優良証交付率優良校

各学校における体力向上プランにおける取組が優れている学校を「体力向上取組優良校」として

表彰した。また、体力優良証の交付率の優れている学校を「体力優良証交付率優良校」として表彰

した。

○対象校数

・体力向上取組優良校

小学校10校程度、中学校７校程度 計 17校程度

・体力優良証交付率優良校

小学校50校程度、中学校25校程度、高等学校10校程度 計 85校程度

(1) 体力向上取組優良校

規模区分 小 学 校 中 学 校

１００人未満 東吾妻町立東小学校 富岡市立妙義中学校

桐生市立新里北小学校 みなかみ町立水上中学校

１００～２９９人 前橋市立若宮小学校 伊勢崎市立境西中学校
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渋川市立渋川南小学校 渋川市立北橘中学校

高崎市立西部小学校 高崎市立南八幡中学校

安中市立西横野小学校 東吾妻町立東吾妻中学校

みなかみ町立水上小学校 館林市立第二中学校

みどり市立大間々南小学校

館林市立第七小学校

３００人以上 前橋市立新田小学校 前橋市立荒砥中学校

伊勢崎市立南小学校 藤岡市立西中学校

吉岡町立駒寄小学校 甘楽町立甘楽中学校

藤岡市立神流小学校 みどり市立笠懸南中学校

沼田市立沼田小学校

太田市立藪塚本町南小学校

館林市立美園小学校

(2) 体力優良証交付率優良校

規模区分 小 学 校 中 学 校

１００人未満 前橋市立月田小学校 中之条町立六合中学校

高崎市立岩平小学校 沼田市立多那中学校

中之条町立六合小学校 みなかみ町立藤原中学校

長野原町立第一小学校

東吾妻町立東小学校

みなかみ町立藤原小学校

みどり市立あずま小学校

板倉町立北小学校

１００～２９９人 前橋市立中川小学校 前橋市立第三中学校

前橋市立敷島小学校 前橋市立粕川中学校

前橋市立笂井小学校 伊勢崎市立境西中学校

前橋市立滝窪小学校 嬬恋村立嬬恋中学校

渋川市立渋川南小学校 沼田市立白沢中学校

渋川市立三原田小学校 昭和村立昭和中学校

藤岡市立美九里西小学校 桐生市立桜木中学校

富岡市立額部小学校 みどり市立大間々中学校

嬬恋村立西部小学校

片品村立片品小学校

みなかみ町立水上小学校

館林市立第七小学校

みどり市立大間々北小学校

みどり市立大間々南小学校

板倉町立東小学校

千代田町立東小学校

邑楽町立高島小学校

３００人以上 前橋市立岩神小学校 前橋市立みずき中学校
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前橋市立山王小学校 前橋市立元総社中学校

前橋市立下川淵小学校 前橋市立木瀬中学校

前橋市立桂萱小学校 前橋市立富士見中学校

前橋市立桂萱東小学校 伊勢崎市立第四中学校

前橋市立桃瀬小学校 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

前橋市立勝山小学校 榛東村立榛東中学校

前橋市立新田小学校 吉岡町立吉岡中学校

前橋市立駒形小学校 高崎市立高松中学校

前橋市立荒子小学校 甘楽町立甘楽中学校

前橋市立大胡小学校 桐生市立広沢中学校

前橋市立大胡東小学校 太田市立西中学校

伊勢崎市立あずま小学校 太田市立藪塚本町中学校

伊勢崎市立境剛志小学校 館林市立第三中学校

伊勢崎市立境東小学校 大泉町立北中学校

渋川市立長尾小学校

玉村町立中央小学校

高崎市立新高尾小学校

高崎市立新町第一小学校

藤岡市立神流小学校

中之条町立中之条小学校

沼田市立沼田北小学校

沼田市立薄根小学校

桐生市立境野小学校

桐生市立広沢小学校

太田市立駒形小学校

太田市立藪塚本町南小学校

ぐんま国際アカデミー

館林市立第六小学校

みどり市立笠懸小学校

みどり市立笠懸東小学校

みどり市立大間々東小学校

大泉町立北小学校

大泉町立東小学校

規模区分 高 等 学 校

３００人未満 群馬県立嬬恋高等学校

３００～５９９人 群馬県立桐生女子高等学校

群馬県立沼田女子高等学校

群馬県立渋川女子高等学校

伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

６００人以上 群馬県立高崎女子高等学校

群馬県立高崎商業高等学校

群馬県立伊勢崎清明高等学校

群馬県立太田女子高等学校
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高崎市立高崎経済大学附属高等学校

太田市立太田高等学校

第２節 体育・保健体育科学習指導の充実

１ 教科体育の充実

(1) 学校体育実技指導協力者派遣事業

小学校、中学校及び高等学校体育担当教員の資質の向上を図るため、体育の授業及び実技研修

に実技指導の堪能な民間人を実技指導協力者として派遣した。

なお、協力者が指導助言を担当する種目は、体育の授業においては水泳（小学校のみ）、武道、

ダンス、研修会等においては水泳、器械運動、武道及びスキー、スケートである。

平成30年度の実績は次のとおりである。

ア 指導方法①

教科体育における実技の補助指導等に派遣する。

(ｱ) 小学校関係 56（水泳56）

(ｲ) 中学校関係 11（柔道４、剣道２、ダンス５）

イ 指導方法②

実技研修会等における指導・助言に派遣する。

(ｱ) 教育委員会・団体 １（水泳１）

(2) 体育授業研修モデル構築事業

体育授業の充実を図るため授業実践上の課題を明らかにし、課題解決のための方策等を具体化

するとともに、県内外の優れた体育授業実践者の授業実践を収集・検討し、体育授業研修モデル

を作成することで、体育授業者の資質向上を図り、子どもの体力低下に歯止めをかける一助とする。

ア 体育授業モデル作成事業（小学校）

(ｱ)体育授業モデル作成専門部会を開催し、平成24年度までに作成してきた「体育授業モデ

ル」を活用した授業実践について研究する。

(ｲ) 専門員により、作成専門部会を開催し、体育授業モデルを活用した授業を公開する。本年

度は、「ボール運動」領域の体育授業モデルを活用した公開授業を実施した。

(ｳ) 部会と公開授業の成果を、小学校体育科授業の充実のための資料として活用する。本年度

は、県内小学校１校で公開授業を実施するとともに、事業の成果をまとめた「小学校体育科

授業実践事例（ボール運動「ハンドボール」）」を作成し、県総合教育センターホームページ

で紹介した。

会 場 等 日 程 等

下仁田町立下仁田小学校 11月27日（火）５校時

授業者：金井 亨平 (1) 受 付 13：30～13：50

学 年：５年男女 (2) 公開授業 14：00～14：45

単元名：ボール運動「ハンドボール」 (3) 授業研究会 15：10～16：40

イ 保健体育科授業充実事業（中学校）

(ｱ) 授業充実検討委員会を開催し、授業実践上の課題を改善するための指導の在り方について

研究する。授業充実検討委員会は県内中学校の教諭を授業充実推進員として委嘱し、他に関

係機関体育担当指導主事をもって組織する。

(ｲ) 委員会の研究成果を県下に発信するため公開授業を実施する。

(ｳ) 委員会と公開授業の成果を、中学校保健体育科授業の充実のための資料として活用する。
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本年度は、県内中学校１校で公開授業を実施するとともに、事業の成果をまとめた「中学校

保健体育科授業充実実践事例（保健分野「健康な生活と病気の予防」）」を作成し、県総合教

育センターホームページで紹介した。

＜授業公開＞

会 場 等 日 程 等

桐生市立境野中学校 11月21日（水）５校時

授業者：齋藤 蘭 (1) 受 付 13：00～13：30

学 年：３年男女 (2) 授業説明 13：30～13：40

単元名：保健分野「健康な生活と病気の (3) 公開授業 13：45～14：35

予防」 (4) 授業研究会 14：50～16：30

２ 学校体育研究調査

(1) 群馬県学校体育研究発表会

11月２日、群馬県総合教育センターを会場に小学校関係者162名、中学校関係者32名、高等学

校関係者76名、総計269名が参加して、研究発表及び研究協議が行われた。なお、これに先立ち、

開会式後、群馬県学校体育の推進に功績のあった優良校３校と功労者７名の表彰式が行われた。

(2) 中央研修会派遣

ア 体育・保健体育指導力向上研修（東部ブロック）

期 日 場 所 内 容 参 加 者

５月15日 盛岡市 各校種・各領域等ごとの研修 ７名

～17日

イ 全国学校体育研究大会

期 日 場 所 内 容 参 加 者

11月15日 佐賀市 講演、実践発表、研究協議 15名

～16日 （小・中・高等学校教員等）

(3) 学校体育調査

小学校全学年、中学校全学年、高等学校全学年の全児童生徒を対象に新体力テストを実施した。

第３節 運動部活動の推進

１ 群馬県スポーツエキスパート活用事業

高等学校の運動部活動の適正な振興を図るとともに、地域社会との連携を促進することを目的に

専門的な技術指導力を備えた民間人を派遣した。

＜平成30年度実績＞ 県立高等学校（39校 63名 ）

バ レ ー ボ ー ル ４名

弓 道 ３名

サ ッ カ ー ５名

卓 球 ５名

硬 式 野 球 ７名

ボ ク シ ン グ ２名

ハ ン ド ボ ー ル ２名

剣 道 ６名

バ ド ミ ン ト ン ４名
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レ ス リ ン グ ３名

陸 上 競 技 １名

少 林 寺 拳 法 ２名

ラ グ ビ ー ３名

ア ー チ ェ リ ー １名

空 手 道 ２名

ソ フ ト テ ニ ス ２名

新 体 操 ２名

ダ ン ス ２名

自 転 車 競 技 ２名

テ ニ ス １名

ウェイトリフティング １名

ス キ ー １名

ス ケ ー ト ２名

２ 地域スポーツ人材活用実践支援事業

中学校生徒に対して、より高い技術的指導を受けさせることにより、生徒のスポーツに親しむ態

度を育て、体力の向上を図るとともに、教員の負担軽減を図ることを目的に専門的な技術指導力を

備えた民間人（地域の指導者、アスレティックトレーナー）を派遣した。

(1) 地域の指導者の派遣

＜平成30年度実績＞ 公立中学校（８校 11名）

バ ド ミ ン ト ン ２名

卓 球 ４名

柔 道 １名

剣 道 １名

駅 伝 １名

バスケットボール ２名

(2) スポーツトレーナーの派遣

＜平成30年度実績＞

公立中学校（７校 各校１名 計７名 ）

学 校 名 部 活 動 名

前橋市立第三中学校 バスケットボール、バレーボール

高崎市立大類中学校 陸上競技

高崎市立八幡中学校 陸上競技、バスケットボール

高崎市立並榎中学校 陸上競技

高崎市立高南中学校 ソフトボール

藤岡市立東中学校 陸上競技

安中市立第一中学校 陸上競技、バスケットボール、卓球、バレーボール、剣道、

新体操、ソフトボール、ソフトテニス、軟式野球

３ 運動部活動トータルサポート事業

中学校・高等学校の運動部活動指導者を対象に、運動部活動の場における指導内容・方法の改善

につながるスポーツ医・科学の理論研修を行い顧問の資質向上を図るための研修会を実施した。
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＜平成30年度実績＞

運動部活動指導者研修会

内 容 参加人数

第１回（運動部活動におけるけがや障害について） 中 80名、高49名

第２回（運動部活動におけるメンタルトレーニングについて） 中 81名、高40名

第４節 榛名高原学校

１ 目 的

県内の児童生徒及び教育団体の構成員に対し、自然環境を利用し、かつ、生活指導と融和した体

育を中心とする諸種の教育活動（カッター、登山等）を行うことを目的とする。

２ 事業実績

(1) 開設期間

４月１日～10月31日

(2) 入校料金

7,560円／人（２泊３日）

(3) 利用状況

平成29年12月13日に入校決定会議を行い、平成30年度は、県内の中学校等49校の職員・生徒

5,436名が入校した。

(4) 指導者講習会

ア 期日

４月11日

イ 参加者

入校学校指導者 49名

ウ 校長

小林 信二 県教育委員会健康体育課長

エ 事務局員

橋 憲市 県教育委員会健康体育課係長

勅使河原誠 〃 〃 指導主事

山藤 一也 〃 〃 〃

綱島 毅 〃 〃 〃

杵渕 恵太 〃 〃 〃

第５節 体育大会振興

平成30年度体育大会開催・派遣等助成一覧

補助対象団体名 補 助 事 業 名 交付金額(円)

小学校体育研究会 小学校運動教室記録会 開催 144,000

郡市別小学校体育実技講習会 開催 270,000

小 計 414,000

中学校体育連盟 中学校春季大会 開催 214,000
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中学校総合体育大会 開催 1,283,000

中学校新人大会 開催 257,000

関東中学校体育大会 開催 256,500

関東・全国中学校体育大会 派遣 18,342,000

小 計 20,352,500

高等学校体育連盟 高等学校総合体育大会 開催 1,625,000

高等学校選手権体育大会 開催 342,000

高等学校新人体育大会 開催 342,000

関東高等学校体育大会 開催 769,500

関東・全国高等学校体育大会 派遣 26,668,488

小 計 29,746,988

高等学校野球連盟 全国高等学校野球選手権大会 派遣 1,000,000

小 計 1,000,000

特別支援学校関係団体 特別支援学校体育大会 開催 103,000

特別支援学校関係団体 全国・関東地区盲学校体育大会 派遣 122,220

全国・関東聾学校体育大会 派遣 461,480

小 計 686,700

合 計 52,220,188

第６節 学校体育表彰

１ 平成30年度全国学校体育研究優良校・功労者

(1) 優良校

学 校 名 校 長 名

１ 太田市立藪塚本町南小学校 阿部 幸雄

２ 前橋市立粕川中学校 都所 幸直

(2) 功労者

氏 名 所 属 職名

１ 金子 健司 嬬恋村立嬬恋中学校 校長

２ 栗原 雅仁 太田市立藪塚本町中学校 前校長

３ 谷 勝彦 群馬県立渋川工業高等学校 前校長

２ 平成30年度群馬県保健体育優良校・功労者

(1) 優良校

番号 校 種 学 校 名 校 長 名

１ 小学校 高崎市立岩平小学校 須永 幸男

２ 中学校 沼田市立白沢中学校 小室 昌顕

３ 〃 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 三村 国宏
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(2) 功労者

番号 推薦校種 氏 名 所 属 職名

１ 小学校 小池 政一 高崎市立倉渕小学校 校長

２ 〃 小山 慎 桐生市立北小学校 前校長

３ 中学校 池谷 靖 太田市立尾島中学校 教頭

４ 〃 岩﨑 一江 桐生市立新里中学校 教諭

５ 〃 小林 弘志 前橋市立粕川中学校 前教諭

６ 〃 山田 中久 高崎市立寺尾中学校 校長

７ 高等学校 谷 勝彦 群馬県立渋川工業高等学校 前校長

第11章 全国高校総体

第１節 概 況

本大会は平成23年度からブロック開催となり、全国高体連のローテーションから、北関東（群馬・

茨城・栃木・埼玉）は令和２年開催となった。東京オリンピック・パラリンピックにより、緊急例外

的な大会として実施可能な種目についてのみ北関東４県で開催することとなった（本県は幹事県）。

開催２年前にあたり、県実行委員会を設立しより具体的な準備業務を推進するとともに、高校生最

大のスポーツイベントとして東京オリンピック・パラリンピックに埋もれない大会とするため広域的

な広報活動を推進した。

【本県開催種目】 新体操、サッカー、空手道、レスリング、登山 （総合開会式）

第２節 準備組織運営

１ 平成32年度全国高等学校総合体育大会群馬県実行委員会

NO 役 職 団 体 名 等 NO 役 職 団 体 名 等

1 会 長 県知事 30 委 員 県高体連登山専門部長

2 副会長 県議会議長 31 委 員 県高体連空手道専門部長

3 副会長 県副知事 32 委 員 (公社)県サッカー協会会長

4 副会長 県副知事 33 委 員 県体操協会会長

5 副会長 県教育委員会教育長 34 委 員 県レスリング協会会長

6 委 員 県高等学校体育連盟会長 35 委 員 県山岳連盟会長

7 委 員 前橋市長 36 委 員 県空手道連盟会長

8 委 員 高崎市長 37 委 員 県高等学校長協会会長

9 委 員 館林市長 38 委 員 県高等学校文化連盟会長

10 委 員 みなかみ町長 39 委 員 県中学校長会会長

11 委 員 片品村長 40 委 員 県中学校体育連盟会長

12 委 員 県警察本部交通部長 41 委 員 県高等学校ＰＴＡ連合会会長

13 委 員 県警察本部警備部長 42 委 員 日本放送協会前橋放送局長

14 委 員 県総務部長 43 委 員 (株)上毛新聞社代表取締役社長

15 委 員 県企画部長 44 委 員 群馬テレビ(株)代表取締役社長

16 委 員 県生活文化スポーツ部長 45 委 員 (株)エフエム群馬代表取締役社長
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17 委 員 県こども未来部長 46 委 員 (公社)県医師会会長

18 委 員 県健康福祉部長 47 委 員 (公社)県看護協会会長

19 委 員 県環境森林部長 48 委 員 (一社)県食品衛生協会会長

20 委 員 県農政部長 49 委 員 (公財)県観光物産国際協会理事長

21 委 員 県産業経済部長 50 委 員 県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長

22 委 員 県県土整備部長 51 委 員 (一社)県商工会議所連合会会長

23 委 員 県危機管理監 52 委 員 県商工会連合会会長

24 委 員 県会計管理者 53 委 員 (一社)県バス協会会長

25 委 員 (公財)県スポーツ協会会長 54 委 員 東日本旅客鉄道（株）高崎支社長

26 委 員 県スポーツ推進審議会会長 55 委 員 (一社)県タクシー協会会長

27 委 員 県高体連サッカー専門部長 56 監 事 県会計局会計課長

28 委 員 県高体連体操専門部長 57 監 事 県高等学校体育連盟監事

29 委 員 県高体連レスリング専門部長

(1) 総会 ５月18日 設立総会及び第１回（設立及び県基本構想、事業計画について 等）

２月13日 第２回（事業報告、競技日程について 等）

(2) 専門部会 高校生活動専門部会…３回開催（推進委員会設置、業務計画について 等）

競技専門部会…３回開催（業務計画、実施要項、競技会場・競技日程について 等）

式典専門部会…２回開催（分科会設置、業務計画について 等）

広報専門部会…２回開催（業務計画、記録センター・プレスセンターについて 等）

輸送・警備専門部会…１回開催（業務計画、輸送交通対策要項について 等）

宿泊・衛生専門部会…１回開催（業務計画、医療救護対策要項について 等）

２ 北関東ブロック連絡協議会

(1) 参加者 北関東４県(群馬・茨城・栃木・埼玉)の主管課長、担当者、高体連会長 等

(2) 会 議 ６月29日 第６回（競技種目別大会実施要項作成要領について 等）

８月31日 第７回（競技種目別大会プログラム作成要領について 等）

12月14日 第８回（総合開会式の概要について 等）

２月14日 第９回（参加章・入賞メダルについて 等）

３ 会場地市町村連絡調整会

(1) 参加者 県高体連理事長及び各競技専門部委員長、開催地市町村担当課長 等

(2) 会 議 １月24日 第２回（開催地市町村実行委員会の設立について 等）

４ 高校生活動推進委員会（生徒組織）

(1) 地区推進委員会 ９月12～20日 第１回（委嘱式、先催県視察報告、役員選出 等）

１月21～31日 第２回（広報活動について 等）

(2) 県推進委員会 11月21日 第１回（委嘱式、役員選出、知事表敬 等）

２月７日 第２回（手作り記念品の検討 等）

第３節 準備業務

１ 先催県情報収集

(1) 平成30年度全国高等学校総合体育大会（東海総体）視察 82名

① 県費負担 ・専門部会…式典・競技・高校生活動 30名(うち生徒３名)・事務局…10名

② 他費負担 ・高体連専門部…29名 ・開催地市町村…13名

(2) 先催県調査

① 三重県 ９月26日(事務局４名）

３ 競技種目別大会開催準備
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(1) 群馬県開催競技種目運営費等に係るヒアリング

６月20～27日 第１回

２月６～26日 第２回

(2) 全国高体連専門部会場地視察

10月５～８日 登山

10月26日 新体操

３ 広報啓発活動

(1) のぼり旗（県内高等学校等に配付）

(2) 総合ポスター・ 総体ニュース第一号（北関東４県中･高･特別支援学校等に配付）


